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令和 5 年度厚生労働科学研究費補助金（食品の安全確保推進研究事業） 

 

「昆虫食」における大規模生産等産業化に伴う安全性確保のための研究 

 

分担研究報告書 

 

課題 4 諸外国の規制等の文献調査 

 

 研究分担者 畝山智香子 国立医薬品食品衛生研究所安全情報部 

 

 研究要旨 

 昆虫食の安全性確保のために必要なリスク管理について提案することを目的とす

る本研究のうち、本課題では諸外国及び国際機関等の安全性や規制等に関する情報を

継続的に収集し、日本に必要な対策の参考とすることが目的である。また新たに利用

されるようになった品種や食品安全上のハザード情報など、関連情報を更新すること

で変化する状況に対応するための備えとする。今年度はこれまでの諸外国の規制機関

情報の概要をまとめるとともにいくつかの文献情報を収集した。また最も利用が進ん

でいると思われる食用コオロギについて、欧米のリスク評価・リスク管理機関がどの

ような情報を考慮しているのかを検討した。 

研究協力者  

国立医薬品食品衛生研究所安全情報部    登田 美桜 
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A．研究目的 

 食品としての昆虫は一部地域で比較

的少数が利用されてきたことはあるものの、

大規模生産・流通はこれまで行われてこな

かった。近年、特に 2013 年の FAO による

食用昆虫報告書発表以降、地球環境への負

荷を軽減できるとして昆虫を蛋白源として

使おうと動きがあり、日本でも食用昆虫の

産業化がおこりつつある。食品の安全性の

確保は一義的には食品事業者の責任ではあ

るが、昆虫食のようなこれまであまり経験

のないものについては通常の食品とは異な

る制度を作ったりガイドラインを作成した

りする場合が多い。日本では昆虫食につい

て特別な制度はないが今後必要になる可能

性もある。こうした状況を背景に、この課

題では諸外国の制度の調査と文献調査を行

い、本研究班の他の分担課題での昆虫食に

おける有害化学物質、微生物、マイコトキ

シンの汚染実態調査や、アレルゲン性や飼

料・加工による影響検討の進展に並行して

随時更新する。 

 

B．研究方法 

 世界各国の食品安全担当機関やリスク

評価担当機関によるここ数年の発表を収

集した。 

 PubMed の文献検索および EurekAlert で

のプレスリリースの監視等から、いくつ

かの文献をピックアップした。 

 

C. D. 結果及び考察 

1) 資料１に最近の世界各国の食品安全

担当機関やリスク評価担当機関による昆虫

食関連発表についてまとめた。 

EU の他に韓国で制度の整備が進んでいる。

これらの国はもともと昆虫食だけではな

く新規食品についての制度をもっていた

ため、そこに昆虫が加わった形になってい

る。 

2 ) 資料 2 と 3 は昆虫食の販売にあたっ

てリスク評価機関やリスク管理機関がど

のような情報を検討したのかの概要を評

価書と書籍から抜き出したものである。基

本的には HACCP の考え方に則って、考え

られるハザードをできるだけ網羅しそれ

を実際の製品との関係で検討している。未

知の部分が多いため、リストアップされて

いる、昆虫に存在する可能性のある微生物

等は膨大な数になる。検査の結果不検出に

なる、というデータが蓄積されていけば検

査項目は将来減らせるかもしれないが現

時点では網羅的に確認していくしかない

と思われる。参考までに資料 4 として昆

虫ビジネス研究開発プラットフォーム

（iBPF）によるコオロギ生産ガイドライン

のチェックリストを掲載した。これは HP

の説明によると「食品又は飼料の原料とし

て利用することを想定したコオロギの生

産過程における安全性を確保し、もって、

食品又は飼料としてのコオロギに対する

消費者の信頼を築くことを目的として作

成」したもので、「生産者自らが、生産工

程で想定される危害要因（生産物等の散逸、

有害化学物質による汚染、病害虫の発生、

異物の混入等）について、管理すべき項目

を決定し、管理方法を定めた上でこれを実

践・記録し、更にこれを点検・評価して改
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善点を見出し、逐次生産の改善に活用する

上での有用な基準を提供する」ためのもの

とのことである

（https://www.knsk-osaka.jp/ibpf/guideline/c

ricket_guideline.html）。ただし資料 2 と 3

に比べると明らかなように、具体的なハザ

ードの可能性がある物質や項目およびそ

の管理目標などの記述はなく実用性には

疑問がある。厚生労働省が小規模事業者の

ための参考として提供している「HACCP

の考え方を取り入れた衛生管理のための

手引書

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bu

nya/0000179028_00003.html」の数々では製

品ごとに管理すべきハザードとその管理

方法、目標となる指標のチェック表や逸脱

があった場合の対処法などを記載してお

り、実際に現場で使うことを想定していて

どのレベルの安全性を目指しているのか

は明らかである。 

3) 昆虫食の安全性に関する文献として

以下を今後要検討と同定した。最初の 2 つ

は中国における昆虫食の安全性評価に関

するもので、1)において中国の情報はカバ

ーしていないことから参考になる可能性

がある。ただし引用文献の多くが中国語で

記載された中国国内文献であるため今年

度は要検討に留まる。3 つめは国内でのア

レルギー症例で、昆虫に感作されている自

覚がなくコオロギせんべいを初めて食べ

てアレルギー反応を経験したもので、昆虫

食がより広まればこのような事例も増加

すると予想されるため、注視していく必要

があるだろう。 

①A review on edible insects in China: 

Nutritional supply, environmental benefits, 

and potential applications, Xueying Lin et al., 

Curr Res Food Sci. 2023; 7: 100596.  

 

②Toxicological characteristics of edible 

insects in China: A historical review, Yu Gao 

et al.,Food Chem Toxicol. 2018 

Sep:119:237-251. 

 

③食用コオロギ摂取によりアレルギー症

状を呈した幼児例, 蓑島 宗夫, 徳永 舞, 

小池 由美, 伊藤 靖典, アレルギー 2023 

年 72 巻 10 号 p. 1258-1262 

 

 

E．研究発表   

1. 論文発表 

なし 

 

 

 . 
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資料 （次ページから） 

資料１ 世界各国の食品安全やリスク評価機関による昆虫食関連発表 ～2012 年以降 

まとめ 

資料 2  アメリカでの食用昆虫販売のための情報 

資料 3 EFSA のコオロギ評価で検討した情報 

資料 4 昆虫ビジネス研究開発プラットフォーム（iBPF）によるコオロギ生産ガイドラ

インのチェックリスト 
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資料１ 

世界各国の食品安全やリスク評価機関による昆虫食関連発表 ～2012 年以降 まとめ 

 目次 

FAO 

EC 

EFSA 

FSA 

BfR 

RIVM 

ANSES 

EVIRA 

CFIA 

MFDS 

SFA 

その他 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

国連食糧農業機関（FAO：Food and Agriculture Organization of the United Nations）  

 http://www.fao.org/ 

 

⚫ コーデックスが今後取り扱うかもしれない食品は？ 

CAC44 / what foods may Codex be dealing with in the future? 

14/11/2021 

https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/news-and-events/news-details/en/c/1455532/  

 第 44 回総会の開催 6 日目となる土曜日には 450 以上の代表が参加し、食品の未来、

そして「新しい食品と生産システム（new foods and production systems: NFPS）と表され

る革新的分野への活動の進展について議論した。FAO は、これまで世界で消費量が少

ないという理由から、これらを「新しい（new）」食品と呼ぶ。一つの例が、海藻のよ

うな植物性タンパク質代替品であり、もう一つの例が食用昆虫であろう。新しいものは、

コーデックスにとっても新しいことを意味しており、3D プリンタなどの技術の向上や

細胞培養製品によるものである。FAO は増加している世界人口の食料を確保するため

の方法について、それと同時に食料生産をより持続可能にするための研究も行っている。 

NFPS についてコーデックスがどのような対応を開始できるのか議論し始めると、シ

ンガポールの Tan Lee Kim 氏が、食料安全保障の課題に向けて新しい食料資源と生産シ

ステムがもつ潜在力を認め、原則として食品の安全性と、表示、栄養及び品質を考慮す

http://www.fao.org/
https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/news-and-events/news-details/en/c/1455532/
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べきであると述べた。 

またタイの Yupa Laojindapun 氏は、途上国はコーデックスの取り組みを頼りにしてお

り、これらの新興問題を適切に対処するための国際規格やガイダンスが不可欠であると

述べた。 

コーデックスによる国際ガイダンスの欠如は、増えつつある生産と消費者保護の妨げ

となり、貿易の障害をもたらす可能性もある。NFPS が抱える多くの課題には、革新と

発展への法的な障害が関係するため、政府機関による新しいアプローチも必要となるだ

ろう。 

日本では海藻は 2000 年以上の食経験があり、「新しい」食品ではないが、「食品や飼

料としての海藻は持続可能な一次食品生産の解決策の一つとなるかもしれない」とノル

ウェーの Vigdis Veum Møllersen 氏が述べ、現時点ではこの食品分野の安全性に関するコ

ーデックスガイドラインがないことを指摘した。 

一部の技術は開発の初期段階であることから、「コーデックス規格やガイダンスを策

定しようとすることは時期尚早であり、科学に基づいた規格を支えるデータもなく、結

果的に貿易の非関税障壁や生産革新の妨げになる可能性がある。」と米国のMary Frances 

Lowe 氏は述べた。 

新しい食品がどのような意味を持つのか、そしてコーデックスが既存の手続きや委員

会の構造を踏まえてこの課題をどのように扱うのか、じっくり検討する必要があるとの

合意に至った。メンバー国とオブザーバーには情報提供を求め、次回の総会でより進ん

だ議論が行われるだろう。Steve Wearne 副議長は、「急いで問題に取り組むだけでなく、

包括的なアプローチを確保することも必要だということが分かった。我々は、バランス

のとれたやり方を模索する必要があると思う。」と述べた。 

 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

欧州委員会（EC：Food Safety: from the Farm to the Fork） 

https://ec.europa.eu/food/safety_en 

 

⚫ 持続可能で、食用にでき、栄養価も高い‐虫についてもう一度考えよう！ 

Sustainable, edible and nutritious – think about insects again! 

17/05/2023 

https://ec.europa.eu/newsroom/sante/items/787829/en 

2021 年、欧州委員会が新規食品としてミールワームを EU 初の昆虫種として承認するこ

とを決定して以来、ヨーロッパの食生活にどんな変化があったのか、どのような状況が

記録されているのか、DG SANTE で新規食品担当チームリーダーである Rafael Perez 

https://ec.europa.eu/food/safety_en


 

86 

 

Berbejal 氏にインタビューした。 

EU が新規食品として最初にミールワームを承認してからの 2 年間で、どのような変化

が見られたか 

2 年前（2021 年 6 月 1 日）、加盟国は、昆虫種（ミールワーム）を新規食品として初め

て認可することを承認した。この画期的な決定を受けて、欧州委員会は、この認可を申

請した食品事業者が製品を EU 市場に投入することを認める法律案を採択した。 

それ以来、欧州委員会は、トノサマバッタ（migratory locust）、ヨーロッパイエコオロギ

（house cricket）、レッサー・ミールワームなど、さらにいくつかの昆虫を新規食品とし

て市場に出すことを許可している。将来、もちろん明確に定義された使用条件のもとで、

他の事業者が同様の昆虫種を EU 市場に出すことを申請する可能性もある。 

これは昆虫が徐々にフードチェーンに入ってくることを意味するか 

スーパーマーケットの棚に昆虫由来の食品が増えることは予想されるが、市民は不意打

ちを食らうことはなく、食品に昆虫が含まれているかどうかを正確に把握できるだろう。

EU は透明性を重視しており、シリアルやプロテインパウダーに昆虫が“入り込む”心

配はない。 

EU は法律で、昆虫を含む食品にはその旨を表示することを義務付けている。これは、

食品表示規則に基づく現行ルールに追加されたもので、新規食品を含むことになる食品

に対する表示要件を定めている。この要件は、表示規制要件に追加される。これらの法

律により、市民は自らが購入し消費する食品について、引き続き自分自身で決断できる

ようになる。 

つまり、消費者は、これらの製品がスーパーマーケットの棚に並ぶとき、明確な表示が

されていると確信できる。 

なぜ昆虫が食品として認可されるのか 

農場から食卓まで（Farm to Fork）戦略で強調されているように、昆虫は代替タンパク

質の入手と調達を増やす上で、より重要な役割を果たす可能性がある。これはつまり、

将来的に昆虫のタンパク質の利点を享受するために、今日の重要な研究分野であること

を意味する。 

新規食品規制は、こうした製品が EU 市場に出る前に認可を要求している。認可された

昆虫については、入手可能なすべての科学的根拠を考慮した厳しい科学的評価が欧州食

品安全機関（EFSA）によって実施されており、また加盟国は、認可を申請した食品事

業者が製品を EU 市場に出すことを認める意思を欧州委員会に伝えている。 

もちろん、昆虫を食べるか食べないかは消費者の自由であるが、昆虫はすでに世界の多

くの地域で何億人もの人々の食生活に取り入れられており、昆虫を食べることは何も新

しいことではない。 

この分野における次のステップは何か 

欧州委員会は、ミツバチの drone blood（オスの幼虫）（Apis mellifera male pupae）やアメ
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リカミズアブ（Hermetia illucens）の幼虫など、他の昆虫種の認可申請をいくつか受けて

いる。 

現在、さまざまな形態での上市を目的とした昆虫の申請が 8 件あり、欧州食品安全機関

（EFSA）の評価を受けているところである。EFSA から肯定的な意見が出されれば、欧

州委員会は認可の手続きを進め、加盟国と協議することになる。 

我々は、今後を見据えて、この種の製品の市販前承認に関して、強固な規制の枠組みを

持っていると言っていいだろう。こうした枠組みが、食品の安全性を保証し、国内市場

を促進しながら、食品のイノベーションを可能にする。 

したがって、新規食品規制の下で認可された昆虫種は、我々の食生活において、代替タ

ンパク質源としてますます存在感を増し、重要なものとなることが予想される。 

 

⚫ 新規食品：イエコオロギが EU で食品成分として認可された 3 番目の昆虫になった 

Novel foods: house cricket becomes third insect authorised as food ingredient for the EU market 

Daily News 11 / 02 / 2022 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_22_983 

昨日、欧州委員会は Acheta domesticus（ヨーロッパイエコオロギ）を EU の新規食品

として認めた。食用として認められた昆虫としては 3 例目となる。この新規食品を含む

製品には、アレルギー反応の可能性があることを示す表示が付けられる。 

 

⚫ 新規食品として二番目の昆虫承認 

Approval of second insect as a Novel Food 

https://ec.europa.eu/food/safety/novel-food/authorisations/approval-second-insect-novel-food_e

n 

常設委員会で何が承認されたのか？ 

2021 年 10 月 7 日、欧州委員会の代表が議長を務め、EU 全加盟国の代表で構成され

る植物・動物・食品・飼料に関する常設委員会（新規食品と毒性学的安全性班）は、新

規食品としての Locusta migratoria（トノサマバッタ）の冷凍、乾燥、粉末の市場投入を

認可する法律案に好意的な意見を示した。 

何故昆虫を食品として認可しているのか？ 

新規食品とは、新規食品に関する最初の規則が施行された 1997 年 5 月 15 日以前に、

EU 内でヒトが相当量を消費したことのない食品と定義される。過去に昆虫が食用とし

て消費されていた話はあるが、どの加盟国も 1997 年 5 月 15 日以前に、どの種の昆虫に

ついても相当量が消費されたことを確認していない。新規食品規則は EU 市場に新規の

食品を投入するのに認可を要求しており、そのため、昆虫を食品として使用するには新

規食品としての認可が必要となる。 

新規食品規則とは何か？ 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_22_983
https://ec.europa.eu/food/safety/novel-food/authorisations/approval-second-insect-novel-food_en
https://ec.europa.eu/food/safety/novel-food/authorisations/approval-second-insect-novel-food_en
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新規食品を対象に、安全性を確保しながら革新的な食品を EU 市場に投入する食品事

業者を支援するもの。その原則は、新規食品は消費者にとって安全で、誤解を与えない

ように適切に表示されるべきこと、新規食品が他の食品の代替を意図する場合には、栄

養的に不利益となる違いがあってはならないこと、である。 

我々は昆虫を食べなければならないのか？ 

消費者に選択権がある。 

製品は安全か？ 

安全である。ヒトの健康にリスクとならない場合にのみ、新規食品は認可される。 

健康上の問題はあるか？ 

EFSA は、この製品の摂取により一部の人にアレルギー反応を引き起こす可能性があ

ると結論づけている。そのため、この新規食品の認可では、この問題を明確にし、アレ

ルゲン性に関する特定の表示要件を定めている。 

既に EU で食品として販売されている昆虫がある。どうして可能なのか 

 確かに歴史的理由から販売されているものがあり、そして 1 つの昆虫がすでに新規食

品規則のもと認可されている。加盟国の間では「昆虫全体（whole insects）」が新規食品

に該当するのか疑問視されており、以前に欧州司法裁判所でも新規食品の範囲には含ま

れないとの結論も出されていた。ただ、現行の新規食品規則では、昆虫全体は認可取得

が必要な新規食品とすることが明白にされている。食品事業者への影響を軽減するため

に、移行期間として特定条件下での販売を認めてはいるが、現行規則の下で認可を受け

たい場合には 2019 年 1 月 1 日までに認可申請を提出しなければならなかった。現在、

それらの科学的評価が進行中である。 

昆虫含有製品は表示されるか 

新規食品を含む食品への表示要件が提案されている。これは、表示規則への追加事項

となる。 

他に申請中のものは？さらに多くの昆虫が認可される？ 

 ごく最近、EFSA がさらに 2 種の昆虫（Tenebrio molitor イエローミールワーム、Acheta 

domesticus ヨーロッパイエコオロギ）について前向きな科学的意見を発表した。これら

について EC が 2021 年 11 月に予定している次回の常設委員会で法律案を提案する予定

であり、また現在は他の 9 件の申請について EFSA が安全性評価を実施している。 

食品や飼料としての昆虫は「農場から食卓まで」と「グリーンディール」に貢献するか 

FAO によると、昆虫は従来の家畜の代替となり、環境、健康や生活にとってもプラ

スに寄与する。そして健康的で持続可能な食事を増進する代替タンパク源にもなる。研

究資金援助を行っている Horizon Europe は、昆虫タンパク質を重要な研究分野の一つと

考えている。 

市場への経済影響は？ 

 EU において現時点では食品としての昆虫は非常にニッチな市場である。 
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次の段階は？ 

 2 つ目の新規食品としての昆虫については、加盟国による採択に続いて、今後数週間

のうちに委員会によって採択されるであろう。 

 

⚫ 小さな昆虫－大きな影響！EU が昆虫を食品として認可 

Small insects – Big impact! EU authorises insects as food 

https://ec.europa.eu/newsroom/sante/items/712990/en 

EU 初の食用昆虫としてミールワームを認可する欧州委員会の決定を受けて、DG 

SANTE の新規食品チームのリーダーである Rafael Perez 氏は、EU 消費者の食品の選択

肢を拡大する動き、より健康的でより持続可能な食事の一部としての昆虫のますます重

要な役割、今後数年間の環境へのメリットについて話し合う。 

昆虫が食品として認可されている理由は？ 

最近の認可を受けて、ミールワームは現在「新規食品」とみなされることになった。

新規食品とは、最初の関連規則が施行された 1997 年 5 月 15 日以前に、EU で人々に広

く摂取されていなかった食品である。 

欧州食品安全機関(EFSA)が実施した厳格な科学的評価により、加盟国は委員会に、こ

の認可を申請した食品事業者が製品をEU市場に流通させることを許可する承認を与え

た。委員会はその後、2021 年 6 月 1 日に法案を可決した。 

もちろん、昆虫を食べたいかどうかを決めるのは消費者次第だが、昆虫食はすでに世

界の多くの地域で食事に含まれているため、新しいものではない。 

食品としての昆虫は安全か？ 

安全である。新規食品は、ヒトの健康にリスクを起こさない場合のみ認可される。SAS 

EAP グループ企業による申請を受け、EFSA はその製品に厳格な科学的評価をし、イエ

ローミールワームは安全だと結論した。 

これらの新しく認可された食品は、卵、乳、魚、甲殻類、そして今回の昆虫など、表

示が必要な 14 種のアレルゲンリストを定めた、アレルゲン表示に関する EU 規則の対

象となっていることを強調したい。このような規則により、食物アレルギーのある人は、

十分な情報に基づき判断を行い、感作成分を含む製品を避けることができるようになる。 

食物アレルギーなどの一般的な健康問題として、EFSA は、イエローミールワームの

摂取が、特に甲殻類やチリダニに対し既存のアレルギーのある人に対し、アレルギー反

応を起こす可能性があると結論した。しかし、そのような事例の発生率は非常に低い。 

昆虫が食品に入っているかどうか消費者が知る方法は？ 

この法案は新規食品を含む食品の表示要件を明確に述べている。この要件は表示規則

の要件に追加される。つまり消費者は、これらの製品がスーパーマーケットの棚に並ぶ

時には、明確に表示され、購入品の正確な内容が消費者に提供されると確信することが

できる。EU は、透明性への取り組みに着実に取り組んでいる。 

https://ec.europa.eu/newsroom/sante/items/712990/en
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食品や飼料中の昆虫は食品システムの持続可能性にどのように貢献している？ 

FAO によると、食品としての昆虫は、21 世紀に私達が現在、そして今後も直面する

だろう多くの問題に対し、主導的な役割を果たすだろうとしている。多くの問題には、

動物性タンパク質のコスト上昇、食料不安、環境圧力、人口増加、中間層のタンパク質

の需要増加などが含まれている。 

世界には多数の昆虫がいて、それらの高タンパク質で栄養価の高い特性は、家畜の二

酸化炭素排出量の 1%未満で得られ、理想的な食事代替手段として、健康的で持続可能

な食事への移行を促進し、私達の健康だけでなく環境、ひいては未来にも積極的に貢献

する。 

この分野の次の段階は？ 

FAO によると、伝えられるところでは、1900 以上の昆虫種が世界で食品として使用

されている。ミールワームのように、委員会は、新規食品規則のもと、ガイマイゴミム

シダマシの幼虫（Alphitobius diaperinus：小さいミールワーム）、カマドコオロギ（Gryllodes 

sigillatus：熱帯のイエコオロギ）、ヨーロッパイエコオロギ（Acheta domesticus）、トノサ

マバッタ（Locusta migratoria）、アメリカミズアブ（Hermetia illucens larvae）など、他の

昆虫種の認可申請を受け取っている。 

今日まで、委員会は 11 件の申請を有効と見なし、それぞれに対して EFSA が安全性

評価を行っている。EFSA が肯定的な意見を出し次第、委員会は認可の手続きを開始す

ることになる。 

今後数年のうちに、新規食品規則の下で認可された昆虫種は、EU および世界の持続

可能な食料システムのための「農場から食卓まで戦略」の目標に貢献する代替タンパク

質として、これまで以上に重要になるだろう。 

 

⚫ 新規食品として初めて昆虫認可 

Approval of first insect as Novel Food 

https://ec.europa.eu/food/safety/novel_food/authorisations/approval-first-insect-novel-food_en 

2021 年 6 月 1 日に何が採択された？ 

 植物・動物・食品及び飼料に関する常任委員会（新規食品及び毒性学的安全性部門）

による 5 月 3 日の肯定的な投票に次いで、欧州委員会が乾燥イエローミールワームを新

規食品として市場に流出させることを認める委員会実施規則 (EU) 2021/882を採択した。 

＊委員会実施規則 (EU) 2021/882 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0882&qid=16226

17276506 

加盟国により認可されたこと 

欧州連合（EU）加盟国すべての代表者からなり、欧州委員会の代表が議長を務める、

植物・動物・食品及び飼料に関する常任委員会は、5 月 3 日、乾燥イエローミールワー

https://ec.europa.eu/food/safety/novel_food/authorisations/approval-first-insect-novel-food_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0882&qid=1622617276506
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0882&qid=1622617276506
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ムを新規食品として販売することを認可する法律案に関する好意的意見を表した。 

イエローミールワームという用語はチャイロコメノゴミムシダマシという甲虫の幼

虫を指す。この新規食品はスナックとして乾燥昆虫を丸ごと、あるいは様々な食品中の

食品成分として使用されることを意図する。 

なぜ昆虫を食品として認可しているのか？ 

新規食品とは、新規食品に関する初めての規則が施行された 1997 年 5 月 15 日以前に

おいて、欧州域内で相当量が食用として摂取されていなかった食品として定義される。

過去には昆虫が食品として消費された逸話的証拠はあるが、ヒトが 1997 年 5 月 15 日以

前何らかの昆虫を相当量消費したことを欧州連合加盟国は確認していない。 

新規食品規則は、新規食品が欧州連合の市場で販売される前に認可を必要とする。新

規食品規則は、欧州食品安全機関（EFSA）による厳しい科学的評価を経た製品の認可

についてのみ対象にしている。EFSA は入手できる科学的エビデンスに照らしてその食

品がヒトの健康に安全上のリスクをもたらさないことを検証する。 

本日の出来事は、イエローミールワームを新規食品として認可する手続きにおける最

終段階のひとつである。加盟国は、欧州委員会に対し、この認可を申請した食品事業者

が製品を欧州連合市場で販売することを許可することを承認した。欧州委員会は今後、

この目的のための法的措置を最終採択する。 

新規食品規則とは何か？ 

新規食品規則は、1997 年 5 月 15 日以前に EU 域内で相当量が消費されていない食品

を対象に、安全性を保証しながら、食品事業者が EU 市場に革新的な食品を導入するこ

とを支援するものである。 

この法律は革新と安全性の適切なバランスをとっている。現行制度は、革新的な食品

がEU市場に到達するまでに必要な時間が、従来の法律に比べて半分に短縮されている。

この法律は、昆虫、藻類、新規植物タンパク質あるいは第三国由来伝統食品など、多岐

にわたる食品に関連し、欧州グリーンディールや Farm to Fork（農場から食卓まで）戦

略の目的にも貢献するものである。 

新規食品規則を支える原則は、新規食品は消費者にとって安全であること、誤解のな

いよう正しく表示されなければならないこと、もし新規食品がほかの食品の代替を目的

とするならば、その新規食品の摂取が消費者にとって栄養学的に不利になるような違い

があってはならないことである。 

なぜ昆虫を食べるべきか？ 

昆虫を食べたいかどうかの判断は消費者次第である。タンパク質の代替源として昆虫

を使用するのは新しいことではなく、昆虫は世界の多くの場所で日常的に食べられてい

る。 

製品は安全か？ 

安全である。新規食品はヒトの健康にいかなるリスクも引き起こさない場合のみ認可
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される。そうでなければ、欧州委員会から加盟国に認可が提出されることはなかっただ

ろう。 

SAS EAP グループ企業による申請を受け、製品は EFSA の厳しい科学的評価を受け

た。EFSA は、申請者により提案された用途と用量であれば、イエローミールワームは

安全であると結論付けた。 

健康問題は何かあるか？ 

EFSA によると、食物アレルギーは成人人口のおよそ 2-4％、子供では最大で 8-9％に

影響する重要な公衆衛生問題である。 

EU の食品表示の規則では、表示が必要である 14 のアレルゲンを同定している（例：

卵、乳、魚、甲殻類など）。このリストにより食物アレルギー疾患のある人は製品が感

作されている成分を含むかどうかに関する情報を得ることができる。 

EFSA はイエローミールワームの消費がアレルギー反応につながる可能性があると結

論付けた。特に甲殻類やイエダニに既にアレルギー疾患があるとあてはまる可能性があ

る。さらに、餌由来アレルゲン（例、グルテン）が昆虫に含まれる可能性がある。 

そのために、新規食品の認可はこの問題を明確にし、アレルゲン性に関する特別な表

示要件を策定する。 

EU ではすでに食品として販売されている昆虫がある。なぜ可能なのか？ 

これはその通りで、歴史的な理由がある。 

丸ごとの昆虫が以前の新規食品規則の対象であったかどうかに関し、EU 加盟国の間

で疑問があった。この不確実性については、欧州司法裁判所の判決（2020 年 10 月 1 日）

で、丸ごとの昆虫は規則の範囲になく市販前認可なしに販売することができる、という

結論により明確となった。 

次に、2018 年 1 月 1 日以降に適用されている現行の新規食品規則は、丸ごとの昆虫

は新規食品として認可を得なければならないと明確に見なしている。 

この新規食品制度の拡大が昆虫を丸ごと販売する食品事業者（FBOs）に与える影響

を緩和するために、現行規則では、食品事業者が特定の条件のもとで丸ごとの昆虫を引

き続き販売できる移行期間を与える。特に、現行の新規食品規則に基づく認可申請は、

2019 年 1 月 1 日までに欧州委員会に提出しなければならなかった。このため、新規食

品規則に基づく科学的評価がまだ進行中であるにもかかわらず、いくつかの昆虫はすで

に販売されている。 

昆虫を含む製品は表示されるか？ 

法律案は新規食品を含む食品に対する表示要件を設定する。 

これは表示規則の要件に追加で適用される。 

他の審議中の件はあるか？欧州連合でさらに認可が期待できる昆虫はあるか？ 

EFSA により安全性評価を受ける昆虫について現在 11 件の申請がある。 

食品や飼料用の昆虫は Farm to Fork や 欧州グリーンディールの目標に貢献するか？ 
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FAO によると、動物性タンパク質のコスト高騰、食品供給不安、環境圧力、人口増

加、中産階級のタンパク質需要の増加により、食品としての昆虫は、21 世紀において

特に重要な問題に関連する。従来の畜産の代替となる解決策を見つける必要がある今、

昆虫食は環境や健康、生活に貢献することができる。 

FAO はまた、昆虫は脂質、タンパク質、ビタミン、食物繊維及びミネラルを豊富に

含む栄養価の高い健康的な食品の摂取源であると指摘する。そのため、昆虫は健康的か

つ持続可能な食事への移行を促進する代替タンパク源である。 

研究とイノベーションの資金援助プログラムである Horizon Europe のもと、昆虫由来

のタンパク質は重要な研究分野の１つと考えられている。 

昆虫市場は経済にどう影響するか？ 

現在、食用昆虫は EU において非常に小規模の隙間市場である。 

昆虫を食品用に飼育することの環境的利点は、昆虫の高い飼料転換効率、少ない温室

効果ガスの放出、少ない水や耕作地の使用、食品廃棄を減らす市場性ある解決法として

の昆虫ベースのバイオコンバージョンの使用などに見られる。 

次の段階は何か？ 

4 月の EU 加盟国の承認に続き、欧州委員会はこの昆虫を食品として認可する規則を

数週間以内に採択するだろう。 

 

⚫ 査察報告書 

ドイツ―動物の飼料に昆虫の利用 

Germany 2019-6646―Use of insects in animal feed 

19/05/2020 

https://ec.europa.eu/food/audits-analysis/audit_reports/details.cfm?rep_id=4285 

2019 年 11 月 11～15 日にドイツで実施した、動物用飼料としての昆虫と昆虫由来製

品の生産、販売、取引に関する要件が、関連事業者によって、動物の副産物(ABP)と飼

料に関するEU規則に求められる通りに実行されていることを保証するための措置を評

価するための査察。昆虫の養殖、取り扱い、加工を行う管理者と飼料用昆虫タンパク質

の生産管理者の登録と認可を管理する既存のシステムは、管理者の規則遵守の効果的な

検証を可能にしているが、関連する認証生産者には適用されていない。公的管理はリス

クに基づき、設定された頻度に従って実行されている。微生物検査のサンプリングや

TRACES の昆虫加工動物性タンパク質(PAP)の積荷の到着確認に欠点はあるものの、該

当する要件は適切に実行されている。動物副産物(ABP / PAP)に関する問題への助言が含

まれていないが、管轄機関はすでに対処するための活動計画を提示している。 

 

フランス―動物の飼料における昆虫の利用 

France 2019-6647―Use of insects in animal feed 

https://ec.europa.eu/food/audits-analysis/audit_reports/details.cfm?rep_id=4285
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11/12/2019 

https://ec.europa.eu/food/audits-analysis/audit_reports/details.cfm?rep_id=4216 

2019 年 6 月 17～21 日にフランスで実施した、関連企業管理者が、動物用飼料として

の昆虫とその派生製品の生産、販売、貿易を、動物由来成分(ABP)及び飼料に適用でき

る EU 規則に従って実行していることを確認するための一連の査察の一部である。昆虫

の飼育、処理、加工を行う管理者の登録と承認に関するシステムはリスクに基づいてお

り、いくつかの欠点を除いて効果的に検証されている。承認済み ABP 管理者のリスト

記載方法は、外部利用者には管理者が承認されているかどうかを確認できない。 

 

オランダ―動物用飼料に昆虫の利用 

Netherlands―Use of insects in animal feed 

14/06/2019 

http://ec.europa.eu/food/audits-analysis/audit_reports/details.cfm?rep_id=4138 

2018 年 11 月 13～16 日にオランダで実施した、昆虫及び昆虫由来製品の動物用飼料

としての生産、販売、取引に関する要件が、関連の事業管理者により動物副産物(ABP)

及び飼料に関する EU 規則に則して実行されているかを評価するための査察。管理者の

規則への遵守は公的管理システムで効果的に検証できている。昆虫加工動物性たんぱく

質(PAP) や飼料用昆虫の生産施設の管理は、包括的でリスクに基づいている。違法を対

処しフォローアップする方法に矛盾があり、公的管理システムの効果を弱めている。 

 

⚫ 新規食品：EU 市場に存在する食品の多様性を増す新しい規制が発効 

Novel Food: new regulation adding to the food variety present on the EU market enters into 

force 

3 January 2018 

https://ec.europa.eu/info/news/novel-food-new-regulation-adding-food-variety-present-eu-mark

et-enters-force-2018-jan-03_en 

2018 年 1 月 1 日から新しい新規食品規制が適用される。この規制は新規食品の認可

方法に相当な改善と変更をもたらす。食品部門の技術革新と進歩を考慮して、新規食品

の定義を拡大し、新規食品と第三国の伝統食品のEU全域での認可の中央集権システム、

認可された全ての新規食品のリスト、申請者のデータ保護条項などを含む。 

＊詳細：Novel food 

https://ec.europa.eu/food/safety/novel_food_en 

 新規食品に関する新たな規則(EU) 2015/2283 における主な改善点は次の通り。 

 新規食品カテゴリーの拡大：新規食品の定義に含まれるものは、植物、動物、

微生物、細胞培養物などに由来するものの他、特別な食品群（昆虫、ビタミン、

ミネラル、サプリメント）や特殊な製造工程や先端技術（ナノマテリアル、意

https://ec.europa.eu/food/audits-analysis/audit_reports/details.cfm?rep_id=4216
http://ec.europa.eu/food/audits-analysis/audit_reports/details.cfm?rep_id=4138
https://ec.europa.eu/info/news/novel-food-new-regulation-adding-food-variety-present-eu-market-enters-force-2018-jan-03_en
https://ec.europa.eu/info/news/novel-food-new-regulation-adding-food-variety-present-eu-market-enters-force-2018-jan-03_en
https://ec.europa.eu/food/safety/novel_food_en
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図的修飾や分子構造を変化させたもの）を施したものも含まれ、1997 より前に

製造又は使用していなければ、新規食品とみなされる。 

 新規食品の一般的認可：以前の規則では販売は申請者に限られていたが、新規

則のもとでは、認可された新規食品で認可要件を順守していれば他の食品事業

者も EU 市場に流通させることができる。 

 認可された新規食品統一リストの構築：ポジティブリストを作成する。 

 新規食品の安全性評価を一元化：EFSA が評価を行い、EC の認可決定はその評

価結果に基づく。 

 認可手続きの簡易化と一元管理：オンライン申請システムを利用して EC が管理

する。 

 効率性と透明性：安全性評価と認可手続きに期限を設け、認可への時間短縮を

行う。 

 第三国の伝統食品のための迅速かつ体系的通知：EU では新規食品として扱われ

る EU 域外の国々の伝統食品の市場を促進するため、新規規則では評価手続きを

簡素化する。 

 イノベーションの特権付与：新規則ではデータ保護に基づく 5 年間の個別認可

を与える。これは、申請者が新規食品の流通について特権を与えられることを

意味する。 

 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

欧州食品安全機関（EFSA：European Food Safety Authority）https://www.efsa.europa.eu/en 

 

⚫ 新規食品としての丸ごとイエローミールワーム(チャイロコメノゴミムシダマシの幼

虫)の UV 処理した粉末の安全性 

Safety of UV‐treated powder of whole yellow mealworm (Tenebrio molitor larva) as a novel 

food pursuant to Regulation (EU) 2015/2283 

EFSA Journal 2023;21(6):8009  1 June 2023 

https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/8009 

(科学的意見) 

欧州委員会からの要請を受けて EFSA の NDA パネルは規則(EU) 2015/2283 に従って、

新規食品(NF)としての、丸ごとイエローミールワーム(チャイロコメノゴミムシダマシ

の幼虫)の UV 処理した粉末に関する意見を出すよう求められた。イエローミールワー

ムとは、昆虫種 T. molitor の幼虫形態をさす。この NF は丸ごと加熱乾燥したイエロー

ミールワームの UV 処理した粉末である。この NF は主に粗タンパク質、脂質、消化可

https://www.efsa.europa.eu/en
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能な炭水化物、食物繊維(キチン)からなる。パネルは、この NF の汚染物質の量は、昆

虫の飼料中の汚染実態にかなり依存すると指摘した。パネルはさらに、この NF はその

全保存期間において提案された規格基準に従うならば、この NF の安定性に関する完全

上の懸念はないことを指摘した。この NF はタンパク質含有量が多いが、窒素-タンパク

質変換係数 6.25 を用いると、非タンパク質窒素の存在により、この NF 中の真のタンパ

ク質含有量は過大評価される。申請者はこの NF を、ベーカリー製品、パスタ、果物・

野菜のコンポート、チーズなど、様々な食品の成分として使用することを提案している。 

対象集団は一般人である。パネルは、この NF の組成、提案した使用条件、この NF が

食事タンパク質の単一源とはならないことを考慮すると、この NF の摂取は栄養的に不

利ではないこと、UV 処理に関わらず、この NF がビタミン D3 の明らかな食事の寄与

因子ではないことを指摘する。科学文献から提出された毒性試験は安全上の懸念を生じ

なかった。パネルは、この NF の摂取は、イエローミールワームのタンパク質に対して

一次感作やアレルギー反応を誘発する可能性があり、甲殻類やダニにアレルギーのある

対象者にアレルギー反応を引き起こす可能性があると考えられる。さらに、飼料からの

アレルゲンがこのNFに入る可能性がある。アレルゲン性の可能性を除いて、パネルは、

この NF は提案した用途と使用量で安全だと結論している。 

 

⚫ 食品中の昆虫とそのアレルギー誘発性評価に関する関連性 

Insects in food and their relevance regarding allergenicity assessment 

EFSA Journal 2022;20():e200909  14 December 2022 

https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/e200909 

昆虫は循環型農業に貢献し、伝統的なタンパク質源を補完する理想的な候補である。

トレーニングとして、先ずは食品としての昆虫とアレルゲン性について文献検索を実施

した。さらに昆虫のアレルギー誘発性に関する食品加工の影響を分析するために様々な

食品サンプルを用意し、消化管を模倣したプロトコルを用いて人工的に消化した。結論

は、食品安全、特に新規食品としての昆虫とその安全性評価においてより幅広い視点で

捉えることができた。 

 

⚫ 新規食品：昆虫のタンパク質のアレルギー誘発性評価 

Novel foods: allergenicity assessment of insect proteins 

EFSA Journal 2022;20():e200910  14 December 2022 

https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/e200910 

昆虫は有望なタンパク質源であり、新規食品・飼料タンパク質としての使用に大きな

可能性があると報告されている。EU‐FORA フェローの主な目的は、新規食品や新し

い代替タンパク質源のアレルギー誘発性を予測する現在の戦略をレビューし、評価し、

ギャップを特定することや、アメリカミズアブ(Hermetia Illucens)の幼虫を用いたケース

https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/e200909
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/e200910
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スタディなどで昆虫タンパク質のアレルギー誘発性評価を習熟し、毒性学的な栄養及び

微生物リスクを含む新規食品として昆虫をとらえたリスク評価を考慮し、理解し、実施

することである。 

 

 

⚫ 新規食品としての一部脱脂イエコオロギ(Acheta domesticus) 粉末の安全性 

Safety of partially defatted house cricket (Acheta domesticus) powder as a novel food pursuant 

to Regulation (EU) 2015/2283 

EFSA Journal 2022;20(5):7258 13 May 2022 

https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/7258 

(科学的意見) 

欧州委員会からの要請を受けて、栄養・新規食品及び食物アレルゲンに関する EFSA

のパネル(NDA)は規則(EU) 2015/2283 に従って新規食品(NF)としての脱脂イエコオロギ

(Acheta domesticus) についての意見を出すよう求められた。この NF は乾燥粉末として

提案されている。この NF の主な成分はタンパク質、脂質、食物繊維(キチン)である。

パネルはこのNFの汚染物質濃度は昆虫飼料中のこれらの物質の発生量によると言及し

た。パネルはさらに、この NF は、全保存期間にわたって提案された規格基準に従った

場合、この NF の安定性に関する安全上の懸念はないと言及した。この NF は、タンパ

ク質を多く含んでいるが、キチン由来の非タンパク質窒素の存在により、窒素からタン

パク質への変換係数 6.25 を使用すると、真のタンパク質量は過剰評価されている。申

請者はこの NF を多くの食品で食品成分として使用することを提案した。申請者が提案

した対象集団は一般集団である。パネルは、この NF の組成や提案された使用条件を考

慮すると、この NF の摂取は栄養的に不利ではないと指摘した。パネルは、申請者から

この NF での遺伝毒性や亜慢性毒性試験は提出されなかったと指摘した。この NF の供

給源(A. domesticus)の使用歴から安全上の懸念が生じないことや、昆虫丸ごとと一部脱

脂した NF の違いが限られていることを考慮して、パネルは、アレルギー誘発性以外に

安全上の懸念は確認されないとした。パネルは、この NF の摂取は A. domesticus タンパ

ク質への一次感作を引き起こし、甲殻類、ダニ、軟体動物にアレルギーのある被験者に

アレルギー反応を引き起こす可能性があると考えている。さらに、飼料に由来するアレ

ルゲンがこの NF に行き着く可能性がある。それはさておき、パネルはこの NF は提案

されている使用と使用量で安全だと結論した。 

 

⚫ 循環型経済における食品及び飼料の安全性の脆弱性 

Food and feed safety vulnerabilities in the circular economy 

EFSA Journal 2022;19(3):EN-7226 18 March 2022 

https://www.efsa.europa.eu/en/supporting/pub/en-7226 

https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/7258
https://www.efsa.europa.eu/en/supporting/pub/en-7226
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(外部科学報告書) 

循環型経済(CE)は、(ほぼ)閉じられたループの中で、限りある資源の消耗と経済活動

を切り離し、ゴミを出さないよう設計し、代わりに、共有、リース、再利用、修繕、改

修、リサイクルに基づく経済モデルを促進するアプローチである。この広範な文献レビ

ューは現在及び予想される実践の概要を提供するために欧州の食品・飼料生産チェーン

の全段階で CE の活動を特定し分類した。EU 内で CE の実践を予定している、あるいは

現在使用している 4 つの広いマクロ領域が特定された：食品・飼料の一次生産；産業/

製造/加工のゴミの削減；卸売り、食品小売、ケータリング、家庭での食品・飼料のゴ

ミの削減；食品・飼料の包装ゴミの削減。各マクロ領域では、植物、動物、ヒトの健康

及び環境への新興リスクに関する興味深い様々な活動がある。EFSA や広範な関係者と

協議をした後に、「CE の枠組みにおける新規食品・飼料」による植物、動物、ヒトの健

康及び環境への新興リスクを特定するために焦点を絞った文献検索が実施された。文献

から、動物、ヒト、植物の健康と環境への新規食品・飼料の新興リスクに関してよりも、

動物の生産性パラメータに関連した新規飼料の適合性を調査する研究へのバイアスが

示された。リスクを調査したこれらの研究は、ほとんど全て、食品や飼料としての昆虫

とその飼育環境の生物的及び化学的ハザード、健康へのリスク、環境への影響に焦点を

当てていた。新興リスクは特徴づけられ、今後の調査への助言が行われた。CE におけ

る新規食品・飼料の今後の基礎研究では、昆虫養殖以外の分野に焦点を当て、様々な制

限/法律の対象となる可能性のある家畜/商品の EU への輸入に関連した潜在的なリスク

を更に調査するよう助言する。 

 

⚫ 新規食品としての丸ごとのヨーロッパイエコオロギ(Acheta domesticus)由来の冷凍及

び乾燥品の安全性 

Safety of frozen and dried formulations from whole house crickets (Acheta domesticus) as a 

Novel food pursuant to Regulation (EU) 2015/2283 

EFSA Journal 2021;19(8):6779 17 August 2021 

https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6779 

(科学的意見) 

欧州委員会からの要請を受けて、栄養・新規食品及び食品アレルゲンに関する EFSA

のパネル(NDA)は EU 規則 2015/2283 に従って、新規食品としてヨーロッパイエコオロ

ギ(Acheta domesticus)由来の冷凍及び乾燥製品の安全性に関する意見を出すよう求めら

れた。この NF は、(i) 冷凍、(ii) 乾燥、(iii) 粉末の 3 形態で提案されている。この NF

の主な成分は、乾燥型ではタンパク質、脂質、食物繊維(キチン)、冷凍型では水、タン

パク質、脂質、食物繊維(キチン)である。パネルは、この NF の汚染物質濃度は昆虫の

飼料中の汚染物質の存在量によるとした。パネルはさらに、この NF がその全保存可能

期間中に提案された規格基準に適合していれば、安定性に関する安全上の懸念はない。

https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6779
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窒素－タンパク質変換係数 6.25 を用いると、キチン由来非タンパク質窒素の存在によ

り実際のタンパク質量は過大評価されるが、この NF は高タンパク質を含んでいる。申

請者はこの NF をスナックとして、また多くの食品の食品成分として使用することを提

案した。申請者が提案した対象集団は一般人である。パネルは、この NF の成分や提案

された使用条件を考慮して、その摂取に栄養上の不利は生じないとした。パネルはこの

NF に関する遺伝毒性と亜慢性毒性試験が申請者から提出されなかったことに留意した。

ヨーロッパイエコオロギの使用歴またはこのNFの組成データから生じる安全上の懸念

はないことを考慮して、パネルはアレルギー誘発性以外の安全上の懸念はないことを確

認した。パネルは、この NF の摂取はヨーロッパイエコオロギタンパク質への一次感作

を引き起こす可能性があり、甲殻類、ダニ、軟体動物にアレルギーのある患者ではアレ

ルギー反応を引き起こす可能性があると考えている。また、飼料に由来するアレルゲン

がこの NF に含まれる可能性もある。パネルは、この NF は提案された使用方法と使用

量で安全だと結論した。 

 

⚫ 新規食品としての丸ごとのイエローミールワーム（Tenebrio molitor larva)の冷凍及び

乾燥品の安全性 

Safety of frozen and dried formulations from whole yellow mealworm (Tenebrio molitor larva) 

as a novel food pursuant to Regulation (EU) 2015/2283 

EFSA Journal 2021;19(8):6778  25 August 2021 

https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6778 

(科学的意見) 

欧州委員会からの要請を受けて、EFSA の NDA パネルは、EU 規則 2015/2283 に従っ

て新規食品(NF)としての丸ごとイエローミールワーム（Tenebrio molitor larva：チャイロ

コメノゴミムシダマシ幼虫）の冷凍及び乾燥品に関する意見を出すよう求められた。イ

エローミールワームは、ゴミムシダマシという昆虫種の幼虫形を指す。この NF は、イ

エローミールワームの冷凍及びフリーズドライ品で、丸ごとまたは粉末状にしたもので

ある。冷凍品は主に水、粗タンパク質、脂質で構成されているのに対し、フリーズドラ

イ品は粗タンパク質、脂質、消化可能な炭水化物、食物繊維(キチン)から成る。パネル

は、この NF に含まれる汚染物質の量は、飼料中に存在する汚染物質の量によることを

注記する。パネルはさらに、この NF は、全保存可能期間において提案された規格基準

を満たすのであれば、その安定性について安全上の懸念はないとした。窒素-タンパク

質の換算係数 6.25 を用いると、キチン由来の非タンパク質性窒素の存在により実際の

タンパク質量は過大評価されているのだが、この NF の乾燥品はタンパク質含有量が多

い。申請者はこの NF を丸ごとの冷凍昆虫か、丸ごとのフリーズドライ昆虫として使用

する、あるいは粉末をシリアルバー、パスタ、肉模造品、焼菓子など様々な食品に添加

することを提案している。対象集団は一般人である。パネルは、この NF は単独の食事

https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6778
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性タンパク質源ではないことや、NF の組成と提案された使用条件を考慮すると、この

NF の摂取に栄養上の不都合はないとした。文献により提出された毒性試験は安全上の

懸念を生じなかった。パネルは、この NF の摂取は、イエローミールワームタンパク質

への一次感作やアレルギー反応を誘発する可能性があり、甲殻類やチリダニにアレルギ

ーのある患者ではアレルギー反応を起こす可能性があると考えている。さらに、飼料由

来のアレルゲンが含まれる可能性もある。パネルは、この NF は、提案された使用方法

と使用量で安全であると結論した。 

 

⚫ 新規食品としてのトノサマバッタ(Locusta migratoria)由来冷凍及び乾燥製品の安全

性 

Safety of frozen and dried formulations from migratory locust (Locusta migratoria) as a Novel 

food pursuant to Regulation (EU) 2015/2283 

EFSA Journal 2021;19(7):6667 2 July 2021 

https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6667 

(科学的意見) 

欧州委員会の要請を受けて、栄養・新規食品及び食品アレルゲンに関する EFSA のパ

ネル(NDA)は、EU 規則 2015/2283 に従って新規食品としてのトノサマバッタ(Locusta 

migratoria)由来冷凍及び乾燥製品の安全性に関する意見を出すよう求められた。トノサ

マバッタという用語は昆虫種 Locusta migratoria の成虫を指す。この NF は、i) 足と羽の

ない冷凍、ii) 足と羽のない乾燥、iii) 足と羽を含む粉末、という 3 つの製品を提案して

いる。この NF の主な成分は、乾燥タイプではタンパク質、脂肪、繊維(キチン)、冷凍

タイプでは水、タンパク質、脂肪、繊維(キチン)である。パネルは、この NF の汚染物

質濃度は昆虫用飼料に含まれる汚染濃度によると注記している。パネルは、保存可能な

全期間において、提案された規格基準に適合するのであれば、この NF の安定性に関す

る安全上の懸念はないと留意した。この NF はタンパク質を多く含んでいるが、キチン

由来の非タンパク質窒素が存在することにより、窒素からタンパク質への変換係数 6.25

を用いると NF の真のタンパク質量は過大評価される。申請者はこの NF を、スナック

状の冷凍、乾燥、粉末として、また多くの食品生産の食品成分として使用することを提

案した。申請者が提案した対象集団は一般人である。パネルはこの NF の組成や提案し

た使用条件を考慮して、この NF の摂取は栄養的に不利ではないとしている。提出され

た使用歴や文献からの毒性試験は安全上の懸念を生じなかった。パネルは、この NF の

摂取は L. migratoria タンパク質に対する一次感作を引き起こす可能性があり、甲殻類、

ダニ、軟体動物にアレルギーのある被験者にアレルギー反応を起こす可能性があると考

えた。さらに、飼料由来のアレルゲンが最終的にこの NF に入る可能性がある。パネル

は、この NF は提案した使用と使用量で安全だと結論した。 

 

https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6667
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⚫ 食用昆虫：新規食品評価の科学 

Edible insects: the science of novel food evaluations 

13 January 2021 

https://www.efsa.europa.eu/en/news/edible-insects-science-novel-food-evaluations 

本日の新規食品申請に関する EFSA の科学的意見の中には、昆虫由来食品について初

めて完了した評価が含まれている。欧州市場のこれらの製品を承認する EU や国の意思

決定者を支援するため、EFSA による安全性評価は新規食品規制に必要なステップであ

る。 

この新規食品規制が 2018 年 1 月 1 日に発効して以降、EFSA は広く多様な新規食品

及び伝統的食品の素材についての大量の申請を受け取ってきた。多数の食用昆虫種に加

えて植物由来ハーブ製品、藻類ベースの食品、在来種以外の果物が含まれている。 

分子生物学者及び毒性学者である Helle Knutsen 博士は、EFSA の栄養に関する専門家

パネルのメンバーで、EFSA の新規食品作業グループの議長である。彼女は次のように

述べた。「新規食品申請は多様なので、それらを評価するのに多くの種類の科学的な専

門知識が必要である。例を挙げると、栄養学、毒性学、化学、微生物学などである。こ

の作業グループの構成はこれを反映し、私達科学者とともに、経験豊富な多くの学問領

域にわたるグループを形成している。」 

食用昆虫 

EFSA の化学者で食品科学者である Ermolaos Ververis 氏が、新規食品としての昆虫に

関する最初に採択された意見の取りまとめを担当した。彼は次の様に述べている。「昆

虫は複雑な生物で、それが昆虫由来食品の組成の特徴を記述するのを難しくしている。

昆虫全体が摂取されることも考慮して、その微生物学を理解することが最も重要であ

る。」 

様々な昆虫由来食品はしばしば食事のタンパク源として歓迎されている。 

「昆虫の外骨格の主成分であるキチンが存在する場合、実際のタンパク質量は過大評価

される可能性があるが、昆虫由来製品はタンパク質が多い可能性がある。特に重要なこ

ととして、多くの食物アレルギーはタンパク質と関連するため、昆虫の組成が何らかの

アレルギー反応の引き金となる可能性があるかどうか評価する。これらは昆虫タンパク

質に対する個人の感受性、他のアレルゲンとの交差反応、あるいはグルテンなどの昆虫

の飼料の残留アレルゲンによって起こる可能性がある。データの品質と入手可能性は

様々であり、昆虫種には多くの多様性があるので、それは難しい作業である。」 

新規食品作業が難しい理由は、他に科学的でない理由もある。 

「申請の殺到は大きな作業負担で、評価の締め切りに間に合わせるのは時には厳しい、

特に申請に重要な科学的データがない場合である。だが、専門家の協力が良い刺激とな

り、私達が食品の安全維持に貢献していることを知ることはやりがいがある。」と Helle

氏は述べた。 

https://www.efsa.europa.eu/en/news/edible-insects-science-novel-food-evaluations
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科学的リスクの評価を超えて 

昆虫を食品に使用することの目新しさは国民やメディアからの高い関心につながっ

ているため、EFSA の科学的評価は、EU 市場に出す前にこれらの製品を承認するかど

うか決める政策決定者にとって重要である。 

パルマ大学の社会及び消費者研究者である Giovanni Sogari 氏は述べた。「社会的、文

化的経験に由来した経験的知識に基づく理由があり、昆虫を食べるという考えは多くの

欧州人を不快にさせるいわゆる“嫌な要素”である。時間をかけて触れることで、その

ような態度は変わる可能性がある。」 

ボローニャ大学の経済統計学者及び教授である Mario Mazzocchi 氏は述べた。「必要な

飼料が少なく、廃棄物が少なく、結果として温室効果ガスの排出量が少なくなるこれら

を伝統的な動物タンパク質源に代用する場合、明確な環境的・経済的利益がある。コス

トと価格の低下は食料安全保障を強化する可能性があり、新しい需要は経済的機会も開

くだろう、だが、これらは既存の分野に影響を及ぼす可能性がある。」 

EFSA の科学者は「やることリスト」の多くの新規食品申請を評価し続け、ブリュッ

セルや首都の意思決定者は欧州人の夕食として承認する必要があるかどうかを決める

だろう。最後に、消費者は、安全性が徹底的に検査されていることを知り、自信をもっ

て自分が食べるものを選ぶことが出来る。 

 

⚫ 新規食品としての乾燥ミールワームに関する科学的意見 

Scientific opinion on dried mealworms (Tenebrio molitor) as a novel food 

EFSA Journal 2021;19(1):6343  13 January 2021 

https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6343 

欧州委員会の要請を受けて、栄養・新規食品及び食品アレルゲンに関する EFSA のパ

ネル(NDA)は、EU 規則 2015/2283 に従って新規食品としての乾燥した黄色ミールワー

ム（Tenebrio molito larva：チャイロコメノゴミムシダマシ幼虫）に関する意見を出すよ

う求められた。黄色ミールワームとは、ゴミムシダマシという昆虫種の幼虫形を指す。

このNFは乾燥した昆虫全形あるいは粉末状として熱で乾燥させた黄色ミールワームで

ある。この NF の主な成分はタンパク質、脂質、食物繊維（キチン）である。パネルは

この NF の汚染物質の量は、昆虫の飼料の汚染物質の量によると注記する。パネルは、

この NF は、その賞味期限の全期間において提案されている規格基準を満たすのであれ

ば、この NF の安定性に関する安全上の懸念はないと指摘した。キチンによる非タンパ

ク質性窒素の存在により、窒素からタンパク質への変換係数 6.25 を使用すると、この

NF の実際のタンパク質量は過大評価されているのだが、この NF はタンパク質含有量

が多い。申請者はスナック形態の乾燥昆虫として全形で、また多くの食品の素材として、

この NF を使用することを提案した。申請者が提案した対象集団は一般人である。パネ

ルは、この NF の組成、提案された使用条件、摂取量を考慮すると、栄養的不都合はな

https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6343
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いとした。文献による提出された毒性試験は安全上の懸念を生じなかった。パネルは、

このNFの摂取は黄色ミールワームタンパク質に対する一時感作及びアレルギー反応を

誘発する可能性があり、甲殻類とチリダニにアレルギーのある被験者にアレルギー反応

を起こす可能性があると考えた。更に、飼料に由来するアレルゲンがこの NF に含まれ

る可能性がある。パネルはこの NF は提案された用途と使用量で安全だと結論した。 

 

⚫ 新規食品の申請及び伝統食品の通知の安全性評価のための準備作業で EFSA を支える

体系的な文献検索 

Systematic literature search to assist EFSA in the preparatory work for the safety assessment of 

Novel Food applications and Traditional Food notifications 

28 January 2020 

https://www.efsa.europa.eu/en/supporting/pub/en-1774 

このプロジェクトの主な目的は、欧州委員会から受け取った新規食品/伝統食品の申

請に関する文献について、事前に定義された採用/除外の基準に基づいた、体系的な文

献検索およびタイトルや要約でのスクリーニングを行うための検索戦略と標準的な作

業手順書を開発することである。さらに、キーワードとそれらの重み付け、そしてタイ

トル及び要約の格付けと評価のための 2 つのモジュールが開発された。関連性により文

献の格付けに使われるキーワードや重み付けのリストが、新規食品/伝統食品の各区分、

すなわち、植物、昆虫、菌類、藻類、化学物質用に作成された。このプロジェクト中に

36 の新規食品/伝統食品の要請を受け取り、評価工程をまとめた各要求に詳細な検索手

順を開発することでうまく処理された。 

 

⚫ 新規食品と伝統食品：ガイダンス最終化 

Novel and traditional food: guidance finalized 

10 November 2016 

https://www.efsa.europa.eu/en/press/news/161110 

EFSA は、リスク管理者が「新規食品」と第三国の「伝統食品」を欧州で販売できる

かどうかを決める前にこれらの食品が安全であると保証するのに役立てようと、2 つの

ガイダンス文書を発表した。 

EFSA は 2015 年 11 月の新規食品に関する新しい欧州規則の採択に従いガイダンスを

開発した。この規則は、1997 年からの規則に代わるものとして 2018 年 1 月に発効し、

中央による評価と認可手順を紹介している。EU リスク管理者は新規食品の市販認可を

決め、その安全性を確認するための科学的リスク評価を実行するよう EFSA に要請する

ことができる。 

新規食品と伝統食品とは？ 

「新規食品」は、1997 年 5 月以前に欧州の人々により確実な消費がなされていなか

https://www.efsa.europa.eu/en/supporting/pub/en-1774
https://www.efsa.europa.eu/en/press/news/161110
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った食品を指す。新原料由来食品 （例えばオキアミ由来オメガ-3 脂肪酸を豊富に含む

油）、新技術の適用（例えばナノ技術）あるいは新物質の使用により得られる食品（フ

ィトステロールや植物ステロール） を含む。 

「伝統食品」は、新規食品の一部である。EU 以外の国で伝統的に消費されている食

品を説明する言葉である。植物、微生物、菌類、藻類、動物由来食品（例えばチアシー

ド、バオバブの果実、昆虫、菱の実）が含まれる。 

要求されるガイダンス 

この新しいガイダンス文書は、リスク評価のために申請者が提出する必要がある詳細

情報を説明する。また EFSA が新規あるいは伝統食品の安全性を評価できるように情報

をどのように提示するかも明らかにしている。 

新規食品申請を提出する申請者は、その製品を説明するデータを示す必要がある。文

書には生産過程、使用目的と使用量に関する情報とともに、新規食品の組成、栄養、毒

性とアレルギー性に関するデータを含む必要がある。 

EFSA は別のガイダンス文書で第三国（EU 以外の国）の伝統食品を取り扱う。申請

者は最低 25 年間 EU 以外の少なくとも 1 か国で伝統食品の安全な使用の根拠を示す必

要がある。EFSA と加盟国は同様の手順でその根拠を評価する予定である。 

関与関係者 

EFSA はガイダンスを作成する際、関係者を密接に関与させた。2 ヶ月間パブリック

コメントを募集したのに加え、関係者はブリュッセルの会議でその案に意見を述べる機

会があった。 

 

・科学的意見：新規食品に関するガイダンス文書 

Scientific opinion: guidance document on novel food 

Guidance on the preparation and presentation of an application for authorisation of a novel food 

in the context of Regulation (EU) 2015/2283 

EFSA Journal 2016;14(11):4594 [24 pp.]. 10 November 2016 

https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4594 

新規食品に関する欧州議会及び評議会規則(EU) 2015/2283 の採択に従い、欧州委員会

は新規食品の認可申請の準備と提示のための科学的及び技術的ガイダンスを改訂し作

成するよう EFSA に求めた。このガイダンスは、新規食品の安全性を論証するためのし

っかり構成された申請文書を作るのを支援するために、提出情報をまとめる共通フォー

マットを提示する。申請は包括的で完全であるべきである。このガイダンスは新規食品

の安全性評価に必要なデータの概要を述べる。すべての申請に求められるのは、新規食

品、生産工程、組成データ、規格、用途と使用量の案、新規食品の予想摂取量の説明で

ある。新規食品の使用歴及び/またはその原材料、吸収、分布、代謝、排泄、栄養情報、

毒性情報、アレルギー誘発性、についての追加項目がデフォルトとみなされるべきであ

https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4594
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る。もし提出しないなら正当な理由が必要である。申請者は、提案された使用状況で様々

な項目のデータが新規食品の安全性をどのように支持するのかという全体的な考察を

提供するようデータをまとめる必要がある。健康ハザードの可能性が確認されたなら、

新規食品の予想摂取量と提案された対象集団との関連で議論すべきである。提供された

情報に基づき、EFSA は提案された使用状況で新規食品の安全性を評価する予定である。 

 

・科学的意見：第三国の伝統食品に関するガイダンス文書 

Scientific opinion: guidance document on traditional food from third countries 

Guidance on the preparation and presentation of the notification and application for 

authorisation of traditional foods from third countries in the context of Regulation (EU) EFSA 

Journal 2016;14(11):4590 [16 pp.].2015/228310 November 2016 

https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4590 

新規食品に関する欧州議会及び評議会規則(EU) 2015/2283 の採択に従い、欧州委員会

は第三国の伝統食品通知書の準備と提出のための科学的及び技術的ガイダンスを作成

するよう EFSA に求めた。このガイダンスは申請者がしっかり構成された文書で申請す

ることを支援するために必要な情報構成のための共通フォーマットを示している。伝統

食品の安全性は、その組成、継続使用経験及び提案された使用状況に関する信頼できる

データで立証されるべきである。さらに、通常の摂取は栄養上不利益があってはならな

い。そのような目的で、製品概要、生産工程、組成、安定性のデータ、規格、第三国の

継続使用経験によるデータ及びEU市場のための伝統食品の提案された使用状況につい

ての情報が要求されている。通知文書の枠組みはこのガイダンスで示された項目に従う

べきである。このガイダンスは EU 加盟国と EFSA が第三国由来伝統食品を評価するの

に必要な情報の種類と品質について提供し、申請者を支援することも意図している。申

請は包括的で完全であるべきである。申請者は組成についての情報と継続使用経験をま

とめ、伝統食品の安全な使用歴が EU に提案された使用状況にどのように関連するかに

ついて簡潔な全体的考察を提供する必要がある。組成及び/または継続使用経験による

データに基づいて健康ハザードの可能性が確認されたなら、それらは議論されるべきで

ある。提供された情報に基づき、EFSA は提案された使用状況で伝統食品の摂取に関す

る安全性を評価する予定である。 

 

・技術レポート：新規食品に関するガイダンス案についてのパブリックコメント募集結

果 

Technical report: outcome of a public consultation on the draft guidance on novel food 

Outcome of a public consultation on the draft guidance on the preparation and presentation of 

an application for authorisation of a novel food in the context of Regulation (EU) 2015/2283 

EFSA-Q-2016-00113 

https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4590
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10 November 2016 

https://www.efsa.europa.eu/en/supporting/pub/1109e 

 

・技術レポート：第三国の伝統食品に関するガイダンス案についてのパブリックコメン

ト募集結果 

Technical report: outcome of a public consultation on the draft guidance on traditional food 

from third countries 

Outcome of a public consultation on the draft guidance on the preparation and presentation of 

the notification and application for authorisation of traditional foods from third countries in the 

context of Regulation (EU) 2015/2283 

EFSA-Q-2016-00114 

10 November 2016 

https://www.efsa.europa.eu/en/supporting/pub/1108e 

 

⚫ 食品と飼料としての昆虫：そのリスクは何？ 

Insects as food and feed: what are the risks? 

8 October 2015 

http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/151008a 

－食品と動物の飼料に昆虫を用いることに関心が高まっているが、この代替タンパク質

源の生産、加工、摂取によるリスクは何だろうか？－ 

食品や飼料に飼育した昆虫を使用することに関連し、EFSA は潜在的な生物学的及び

化学的ハザード、アレルギー誘発性及び環境ハザードを特定するリスクプロファイルで

この問題を扱っている。科学的意見では、主流となる動物性タンパク源と関連するこれ

らの潜在的なハザードも比較している。 

昆虫に由来する食品及び飼料製品の生物学的及び化学的ハザードの存在可能性は、昆

虫に与えられた餌（物質）、昆虫が採取された生活環境、その昆虫の種類、さらに加工

に用いられる方法など、生産方法によると EFSA の科学的専門家は述べている。 

EFSA は未加工の昆虫が現在許可されている飼料で飼育されると、微生物学的ハザー

ドが生じる可能性は他の未加工のタンパク源関連と同等と予想されると結論している。

生息環境が異なる昆虫からの汚染化学物質の移行に関する入手可能なデータは限られ

ている。 

プリオンの発生―牛の牛海綿状脳症(BSE)、ヒトのクロイツフェルト・ヤコブ病など

の病気の原因となる可能性のある異常なタンパク質―は、その物質がヒト（肥料）や反

芻動物由来のタンパク質を含まないなら、同等またはより低いだろうと予期されている。 

科学的意見では台所の廃棄物、動物の肥料のような他の種類の物質と関連した想定さ

れるハザードも考慮された。 

https://www.efsa.europa.eu/en/supporting/pub/1109e
https://www.efsa.europa.eu/en/supporting/pub/1108e
http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/151008a
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昆虫飼育の環境リスクも他の動物生産システムと同等だと予期されている。既存の廃

棄物管理計画は昆虫生産による廃棄物の処分にも当てはめられるべきである。 

EFSA の意見はピアレビューされた科学的文献と加盟国が実施した評価と関係者が提

供した情報に由来するデータに基づいている。 

 

背景 

昆虫は EU では、いくつかの加盟国で時折ヒトが摂取することが報告されている隙間

食品市場である。それにもかかわらず、食品と飼料源としての昆虫の使用は将来の実現

可能性を秘めた、重要な環境、経済、食糧安全保障の利益がある。EU で食品及び/また

は飼料としての使用に最大の可能性を持つことが報告されている昆虫種はイエバエ、ゴ

ミムシダマシ、コオロギ、カイコを含む。 

食品及び飼料に昆虫を使用する可能性を研究している国連食糧農業機関(FAO)、ベル

ギー、フランス、オランダの EU 加盟 3 ヶ国を含む多数の組織が、食品あるいは飼料と

して昆虫に関連したリスク評価を実施している。 

欧州委員会は、現在、飼料に昆虫タンパク質を用いることの実現可能性を調査する研

究プロジェクトに共同出資している。委員会では食品や飼料として昆虫を使用する可能

性を熟考するために新規食品と動物の飼料の分野での指針の開発も検討している。

EFSA の科学的意見はこの作業を支援するため求められた。 

 

＊科学的意見：食品と飼料としての昆虫の生産と摂取に関連したリスクプロファイル 

Scientific opinion: Risk profile related to production and consumption of insects as food and 

feed 

EFSA Journal 2015;13(10):4257 [60 pp.].  

8 October 2015 

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4257 

 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

英国 食品基準庁（FSA：Food Standards Agency）https://www.food.gov.uk/ 

 

⚫ FSA は食品検査の継続に向けた新しい的を絞ったアプローチとして最新の小売サーベ

イランスを発表 

FSA publishes latest Retail Surveillance Survey as new targeted approach to food inspection 

continues  

19 February 2024 

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4257
https://www.food.gov.uk/
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https://www.food.gov.uk/news-alerts/news/fsa-publishes-latest-retail-surveillance-survey-as-ne

w-targeted-approach-to-food-inspection-continues 

英国食品基準庁（FSA）は、新しい食品安全リスクの監視に役立つ年次調査の結果を発

表した。これは、市場に流通する食品について何処にリスクが存在するのか、そして何

をサンプリングすべきなのかを知ることに特別に焦点を絞った調査である。調査は 2022

年 10 月に実施した。大規模販売店や小規模販売店、インターネット販売からさまざま

な食品を購入し、未表示の食物アレルゲン、汚染物質、異物混入、組成の不正、不適格

表示などについて検査した。 

調査で得られた情報を元に、FSA の食品システムに関する知識が向上し、地方当局がリ

スクのある食品や課題へ直接リソースを注ぐことが出来るようになるとともに、検査で

不適合が確認された場合には速やかにフォローアップ調査と適切な是正措置を講じる

ことが可能となる。 

報告書：Surveillance Sampling Programme 

https://www.food.gov.uk/research/research-projects/surveillance-sampling-programme-0 

（その一部抜粋） 

科学及び研究目的の検体 

リスク評価や政策決定のための情報を FSA に提供するために、科学及び研究目的とし

て、4 製品がサンプリングされた。オンライン業者から食用昆虫検体を購入し、検査し

た重金属では 40 検体全て満足のいくものだった。オンライン小売業者から購入した合

計 45 製品の藻類・海藻食品/飼料製品の重金属とヨウ素を検査した。コンブ 2 検体に高

濃度の無機ヒ素(30.7 mg/kg 及び 44.6 mg/kg)を認めた。25 検体にヨウ素濃度（10.7 mg/kg

～5820 mg/kg）を認めた。他種の油の混入を調べるため様々な調理油をスクリーニング

し、検査した 56 検体中 5 検体は更なる調査が必要だった。野菜、フムス、レンズ豆チ

ップスなど、ジャガイモ以外の焼いた・揚げた野菜のチップスでアクリルアミドを検査

した。検査した 46 検体中 5 検体に高濃度のアクリルアミドが指摘された（886 µg/kg～

1960 µg/kg）。 

 

⚫ 食用昆虫規制改正案に対する意見募集への回答を公表する 

FSA publishes consultation response on proposed amendment to edible insects’ legislation 

3 October 2022 

https://www.food.gov.uk/news-alerts/news/fsa-publishes-consultation-response-on-proposed-am

endment-to-edible-insects-legislation 

 食用昆虫の事業者に明示するために英国食品基準庁 (FSA) が定めた計画は、意見募

集を経て進められる。 

 EU 離脱にあたり、食用昆虫を含む新規食品に係る移行措置が 2018 年に定められたが、

昆虫が英国（グレートブリテン：GB）市場で認可を受けるのに必要な認可申請を GB

https://www.food.gov.uk/news-alerts/news/fsa-publishes-consultation-response-on-proposed-amendment-to-edible-insects-legislation
https://www.food.gov.uk/news-alerts/news/fsa-publishes-consultation-response-on-proposed-amendment-to-edible-insects-legislation
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の規制当局に提出することを事業者に要求するようには改正されなかった。そのため

2020 年 12 月より、食用昆虫に関する不確実事項により影響を受ける事業者向けに制度

を明確化するための意見募集を行っていた。今回の規制改正により、どの食用昆虫製品

が市場に残ることができるのか、また事業者が GB の新規食品の承認手続きを進めなが

ら自社製品の流通を継続できるようにするのに必要なステップが明確になる。議会が合

意すれば、本規制は 2022 年 12 月 31 日に発効する。 

 

⚫ 食用昆虫のリスクプロファイル：要約 

Risk profile on edible insects: summary  

3 October 2022 

https://www.food.gov.uk/research/risk-profile-on-edible-insects-summary 

食用昆虫は、数年前から英国市場で入手可能になっている。食用昆虫も対象となる新

規食品規則が 2018 年に更新された。それ以来、1997 年 5 月以前に欧州連合（EU）で消

費された歴史のない昆虫を EU 市場に出すすべての企業は、製品の承認申請を提出しな

ければならず、これまでにいくつかの申請が寄せられている。申請された新規食品のリ

スク評価は、今後は FSA が行うことになるため、FSA のリスク管理担当者は、食用昆

虫の摂取によるヒトへのハザードを同定するためのリスクプロファイルの作成を委託

した。 

このリスクプロファイルは、2015 年の EFSA リスクプロファイルから情報を得てお

り、2015 年から 2020 年の間に科学文献で同定された関連情報を用いてその報告書の更

新版としての役割を果たすことを目的としている。このため、微生物学的、抗菌剤耐性、

毒性学的、アレルギー性及び組成変動に関する研究を同定するために、系統的な検索プ

ロトコルを設計した。研究対象となる昆虫種には、EFSA リスクプロファイルで同定し

たものと、英国の新規食品及び生産工程に関する諮問委員会（ACNFP）が以前のホラ

イズンスキャンニング演習で同定したものを含む。最初の 1,759 件の文献のうち、合意

された基準で選別した結果、98 件が残った。関連情報は本報告書にまとめられ、消費

者へのリスクと管理措置に関する結論が導き出された。 

本レビューの主な目的は以下の通りである。 

a)  2015 年以降、以下の質問に関連する昆虫及び昆虫製品のヒトの消費に関連する新た

なハザードを同定すること。 

◦ 昆虫の天然微生物叢及び微生物汚染の可能性に基づき、食用昆虫又はその製品の摂

取によるヒトの健康へのハザードは何か？ 

◦ 昆虫の農場環境での飼育による抗生物質耐性に有害影響を及ぼすリスクは何か？ 

◦ 昆虫の飼育や生産過程で有害な化学物質を生成・蓄積する可能性に基づく、昆虫や

その製品の消費によるヒトの健康へのリスクは何か？ 

◦ 特定の昆虫種又はその製品の消費によるヒトのアレルギー性リスクは何か？ 

https://www.food.gov.uk/research/risk-profile-on-edible-insects-summary
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◦ 昆虫又はその製品の消費によるヒトの栄養へのリスクは何か？ 

◦ 食用昆虫の消費に関する安全性について、入手可能な新しいエビデンスは何か？ 

b)  これらの分野に関連する知識のギャップを同定すること。 

いくつかのハザードが同定されている。原料の不適切な冷蔵や保管の結果、微生物が

過剰に増殖した場合のフードチェーンを通じての二次汚染、あるいは食用昆虫製品は、

適切な条件下で飼育されていなかったり、製品が数分間高温で加熱処理されていなかっ

たりすると、高レベルの微生物汚染を引き起こす可能性がある。又、昆虫集団に抗生物

質を投与すれば、抗菌剤耐性に有害影響を及ぼす可能性がある。病気の感染を制御し、

抗菌剤の使用の必要性を回避するために、衛生的な飼育方法の最適化が検討される可能

性がある。さらに、昆虫は汚染された餌を与えると、有毒な化合物、特に重金属を蓄積

する可能性がある。衛生的な飼育方法を確保し、餌の汚染レベルを最小限に抑えること

は、有毒化合物の蓄積を避けるのに役立つ。熱処理によるアクリルアミド、フラン、多

環芳香族炭化水素などの有害物質生成について、また昆虫におけるカビ毒の代謝物につ

いてなども今後研究されるだろう。 

さらに、本レビューでは甲殻類と昆虫のアレルギー性交差反応に関するエビデンスを

更新しており、消費者に適宜情報を提供することを考慮するべきである。新たな感作が

将来発生する可能性は高いが、既存の文献に基づくリスクの推定は非常に不確かである

と思われる。最後に、昆虫の幼虫は餌によって組成に大きなばらつきがある。餌の標準

化により、組成のばらつきを最小限に抑えることができる。今回の調査では、英国にお

けるヒトの消費量や暴露分析データを研究した論文や公文書を検索することはできな

かった。食用昆虫を英国の人々がどのように消費しているかを理解すれば、消費者が好

む種や食生活における食物の役割を同定し、食用昆虫に対する英国の人々のアレルギー

感受性プロファイルに光を当てることができるだろう。知識のギャップを情報提供する

ためにさらなる研究が必要である。 

 

⚫ 英国の食用昆虫業界に関して明確にするための意見募集を開始する 

Consultation launched to bring clarity to British edible insect industry 

13 July 2022 

https://www.food.gov.uk/news-alerts/news/consultation-launched-to-bring-clarity-to-british-edi

ble-insect-industry 

英国食品基準庁（FSA）は、食用昆虫が安全性を評価するための新規食品認可プロセ

スを経る間、市場に残り続けることを認める計画を打ち出した。 

本計画は本日開始されたパブコメで詳述され、FSA は受け取った回答に応じ、できる

だけ早く必要な法改正を進めることに強い意欲を示している。 

FSA 政策部長の Rebecca Sudworth は、次のように述べる： 

「我々の提案は、2020 年 12 月末以降、ヒト食用昆虫をめぐる不確実性の影響を受けて

https://www.food.gov.uk/news-alerts/news/consultation-launched-to-bring-clarity-to-british-edible-insect-industry
https://www.food.gov.uk/news-alerts/news/consultation-launched-to-bring-clarity-to-british-edible-insect-industry
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いる事業者の役に立つだろう。EU（欧州連合）離脱時、食用昆虫を含む新規食品に関

する経過措置は、事業者が英国規制当局に申請書を提出するよう改正しなかった。食用

昆虫製品が市場に出続けるためには、英国での完全な認可プロセスを通過する必要があ

る。そのため、申請書の提出やプロセスにおける FSA のサポートについて、事業者に

相談することを勧める。食用昆虫に関心のある方、特に業界団体や食品事業者には、我々

との協議を通じて声を上げていただきたい。」 

2021 年 8 月、FSA は、経過措置が 2020 年 1 月 2 日に終了したとする文書を発行した

が、これは誤っており、FSA は現在、英国では経過措置が引き続き適用されることを自

治体とともに明確にしている。 

本日示された提案では、食用昆虫が 2018 年 1 月 1 日以前に EU 又は英国で販売され、

2019 年 1 月 1 日までに新規食品としての認可を EU に申請済みの場合、販売を継続する

ことができる。 

これらの食用昆虫の認可申請は、2023 年 12 月 31 日までに FSA 又は FSS（スコット

ランド食品基準庁）に行わなければならず、申請が審査される間、製品を市場に継続し

て残すことができる。 

この協議を支援するために FSA と FSS が実施した一般リスク評価では、適切な措置

がとられていれば、食用昆虫製品に関連する安全性リスクは低いことが判明している。

これには、昆虫の汚染を避けるための飼育時の衛生対策、加熱処理及びアレルギーのリ

スクに関する表示などが含まれる。 

FSA の調査によると、英国の消費者は肉の代替品に注目し、健康的で持続可能な食生

活への関心と需要が高まっており、英国の消費者の 4 分の 1 以上（26％）が食用昆虫を

食べてみたいと思っており、その理由として最も多いのが環境への配慮や持続可能性で

ある。 

英国食用昆虫協会マネージングディレクターである Nick Rousseau 博士は、次のよう

に述べる： 

「我々の業界は、長年にわたって昆虫の養殖を行い、エキサイティングで革新的な新

しい食品を英国で開発してきたが、この業界は成長を続けている。我々の協会が行った

広範な試験とユーザー試験から、食用昆虫製品が専門的に養殖、製造されれば、環境に

配慮する消費者に栄養価が高く、美味しくて安全な食品を提供でき、タンパク質需要の

かなりの割合を満たすことができるということが示された。 FSA の支援は我々が市場

で実力を発揮する上で大きな変化をもたらすだろう。」   

詳細な情報及び相談への対応方法については、FSA のウェブサイトで確認できる。 

 

⚫ 英国の消費者の 3 分の 1 は実験室で育てられた肉を試したいと考え、4 分の 1 は昆虫を

試したいと考える 

A third of UK consumers are willing to try lab-grown meat and a quarter would try insects 
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10 January 2022 

https://www.food.gov.uk/news-alerts/news/a-third-of-uk-consumers-are-willing-to-try-lab-grow

n-meat-and-a-quarter-would-try-insects 

新たな代替タンパク質に対する一般の認識調査により、英国の消費者の 3 分の 1 が培

養肉を、4 分の 1 が食用昆虫を試してみたいと考え、又、10 人に 6 人という多くの消費

者が、すでに市場に出ている植物由来の製品を試してみたいと考えていることも明らか

になった。 

英国食品基準庁（FSA）の調査では、消費者にとって食品の安全性が重要であり、実

験室で作られた肉や食用昆虫を試すことを促す第一の要因となっている。食品安全に関

する保証が、すでに人々が植物性タンパク質を食べたいと思う主要な理由となっている。 

FSA は特に食生活の健康、環境保護、又は英国経済の活性化に効果が期待できる場合

には、消費者の利益と食品の安全性を最優先事項とし、食品のイノベーションを支援す

る。 

代替、あるいは新規のヒトの食用タンパク質源は、新興の食品であり、主に植物性タ

ンパク質、昆虫及び微生物に関連する。本報告のハイライトは以下： 

⚫ 代替タンパク質に対する消費者の意識は高く、回答者の 90％が植物性タンパク質につ

いて、80％が食用昆虫について、78％が実験室で育てられた肉について聞いたことが

あると回答している。 

⚫ 回答者の 4 分の 3 以上（77%）が植物性タンパク質は食べても安全であると認識して

いるのに対し、食用昆虫は半数（50%）、実験室で育てられた肉は 10 人に 3 人（30%）

が安全であると回答している。 

⚫ 10 人に 6 人の回答者が、食事に植物性タンパク質を取り入れてみたいと考えており、

最も多い理由は、食べても安全だと思うから（44％）、健康上の理由（39％）、あるい

は環境又は持続可能性の理由（36％）であった。植物性タンパク質を試す際の最大の

障壁は、従来の肉類への嗜好であった（36％）。 

⚫ 約 3 分の 1（34％）が実験室で作られた肉を、4 分の 1 強（26％）が食用昆虫を試して

みたいと思っている。それぞれの 40%、31%が、環境と持続可能性を理由とする。 

⚫ 代替タンパク質を全く試す気がない回答者にどうしたら試す気になるか尋ねた： 

- 5 人に 2 人（42％）は実験室で作られた肉を試したいと思わせるものは何もないと

回答したが、4 分の 1 以上（27％）は食べても安全だとわかれば、23％は適切に

規制されていると信じられれば、試す気になるかもしれない、と答えた。 

- 大多数（67％）は、食用昆虫を試したいと思わせるものは何もないと回答した。8

人に 1 人（13％）は、食べても安全だとわかれば、11％は食欲をそそる見た目で

あればその気になるかもしれない、と回答した。 

FSA は、今年後半に業界の主要関係者を集め、この市場への参入支援方法を検討し、

新規食品の導入のための既存の規制の枠組みやリスク分析プロセスを説明する予定で

https://www.food.gov.uk/news-alerts/news/a-third-of-uk-consumers-are-willing-to-try-lab-grown-meat-and-a-quarter-would-try-insects
https://www.food.gov.uk/news-alerts/news/a-third-of-uk-consumers-are-willing-to-try-lab-grown-meat-and-a-quarter-would-try-insects
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ある。 

＊報告書全文 

https://www.food.gov.uk/research/behaviour-and-perception/survey-of-consumer-perceptions

-of-alternative-or-novel-sources-of-protein 

 

⚫ FSA 理事会－2021 年 6 月 

ホライゾンスキャン年次更新 

HORIZON SCANNING ANNUAL UPDATE 

https://www.food.gov.uk/sites/default/files/media/document/fsa-21-06-06-annual-report-on-hori

zon-scanning.pdf 

2021 年 5 月の概要（図） 

‒ 現在から 2 年以内：新たな貿易相手、食料不足、新しい事業モデル、迅速に変わる規

制の光景、植物や昆虫のような新たなタンパク源、使い捨てプラスチックの新たな代

替品 

‒ 2-5 年：ゲノム編集 

‒ 5 年以上：気候変動の影響、培養肉 

 

⚫ 新興テクノロジーに対する消費者の考え方 

Consumer Attitudes towards Emerging Technologies 

17 April 2020 

https://www.food.gov.uk/research/research-projects/consumer-attitudes-towards-emerging-techn

ologies-0 

 FSA が食品に関して消費者利益の保護を重視することを考慮すると、消費者の新興の

及び最新の食品テクノロジー（遺伝子組換え食品、ナノテクノロジー、機能性食品、培

養肉、新規食品等）に対する考え方を理解することは重要である。 

背景 

迅速エビデンス評価の対象となるテクノロジーは、遺伝子組換え(GM)食品、食品に

適用されるナノテクノロジー、機能性食品、培養肉、(英国における)新規食品、例えば

昆虫食・クローン動物由来食品・3D プリント食品・食品に適用される合成生物学など

である。 

4 つの公開対話イベントがウィグストン、スウォンジー、ベルファスト、ロンドンで

開催された。この公開対話イベントでは、GM 食品、食品のナノテクノロジー、クロー

ン動物由来食品、培養肉、の 4 つのテクノロジーへの国民の意見をさらに調査した。 

調査事項は次の通り： 

 消費者はこれらのテクノロジーをどのくらい受け入れるか、何がこの考え方を形成

するのか 

https://www.food.gov.uk/research/behaviour-and-perception/survey-of-consumer-perceptions-of-alternative-or-novel-sources-of-protein
https://www.food.gov.uk/research/behaviour-and-perception/survey-of-consumer-perceptions-of-alternative-or-novel-sources-of-protein
https://www.food.gov.uk/sites/default/files/media/document/fsa-21-06-06-annual-report-on-horizon-scanning.pdf
https://www.food.gov.uk/sites/default/files/media/document/fsa-21-06-06-annual-report-on-horizon-scanning.pdf
https://www.food.gov.uk/research/research-projects/consumer-attitudes-towards-emerging-technologies-0
https://www.food.gov.uk/research/research-projects/consumer-attitudes-towards-emerging-technologies-0
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 人口統計学やテクノロジーの種類により、どのように変化するか 

 時間がたつにつれて考え方はどのように変化しているか 

重要な知見 

- 調査したすべてのテクノロジーについて単一の決まった消費者の考え方が浮かび

上がるわけではない。その理由は、一つには異なるテクノロジー固有の多様性であ

り、消費者の考え方に関する体系的な研究がないのも原因の一つである。 

- 食品テクノロジーの一般的な認識は低く、クローン作成のように 20 年以上もメデ

ィアで取り上げられているケースでもそうである。 

- テクノロジーで発生する主な懸念は、「不自然さ」の感じ方、健康・動物の福祉・

農業・環境に関する潜在的な影響である。これらのテクノロジーを促進する動機に

信頼がないことも懸念につながった。 

- これらのテクノロジーに認識されている利点には、人口増加、農薬の使用削減、保

存期間の延長、廃棄物削減、品質改善やより多くの収穫量がある。 

- 食品テクノロジーへの考え方は適用の種類や背景によっても異なる。 

- 肯定的と否定的な考え方両方を同時に持つように、考え方の両面性は一般的である。 

- 価格が影響する。消費者は手ごろな価格で手に入れられるなら喜んで GM 食品を買

い、健康上の利益があっても、もっと高かったら、ナノテクノロジーを含む食品を

進んで買うことはない。 

 

⚫ 新規食品についての公開ワークショップへの参加呼びかけ：2018 年 2 月 22 日 

Attend an open workshop on novel foods: 22 February 2018 

Last updated:  23 January 2018 

https://www.food.gov.uk/committee/acnfp/news-updates/news/2018/16849/attend-an-open-wor

kshop-on-novel-foods-22-february-2018 

議題には、第三国の伝統食品に必要なデータ及び評価が必要な新興食品、昆虫、発酵

食品、機能性食品やサプリメントの新規食品、が含まれる。 

 

⚫ 新規食品・加工諮問委員会（ACNFP：Advisory Committee on Novel Foods and 

Processes） 

新規食品についての公開ワークショップ：2016 年 2 月 4 日 

Attend an open workshop on novel foods: 4 February 2016 – 

14 December 2015 

http://www.food.gov.uk/committee/acnfp/news-updates/news/2015/14750/novel-foods-worksho

p-invitation-feb-2016 

テーマは食薬区分、昆虫や培養肉などの新しいタンパク源、ナノテクノロジーなど。 

 

https://www.food.gov.uk/committee/acnfp/news-updates/news/2018/16849/attend-an-open-workshop-on-novel-foods-22-february-2018
https://www.food.gov.uk/committee/acnfp/news-updates/news/2018/16849/attend-an-open-workshop-on-novel-foods-22-february-2018
http://www.food.gov.uk/committee/acnfp/news-updates/news/2015/14750/novel-foods-workshop-invitation-feb-2016
http://www.food.gov.uk/committee/acnfp/news-updates/news/2015/14750/novel-foods-workshop-invitation-feb-2016
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⚫ 食用昆虫について情報が必要 

Information wanted on edible insects 

29 July 2015 

http://www.food.gov.uk/news-updates/news/2015/14264/edible-insects 

FSA は英国の食用昆虫を販売している食品事業者に対し、一部の昆虫について食品と

して販売するためには認可が必要になる新しいEU規制改定のため準備を始めるよう要

請する。 

欧州委員会は加盟国での食用昆虫販売に関する新規食品規制の調和を探っている。新

規食品とは 1997 年以前には意味のある摂取歴のない食品または食品成分のことである。 

EU では昆虫の一部や抽出物は既に新規食品としての認可が必要であるが、丸ごとの

昆虫に対してこれが適用されるかどうかについては国により解釈が違う。英国では丸ご

との食用昆虫は新規とはみなされていない。もし新規食品規制が提案通り改定されれば、

これは 2016 年までに変更される。これらの変更への準備のための、FSA はヒト食用に

昆虫を販売している企業に、FSA がそれらの食用としての歴史を示すのに役立つ情報を

提供するよう要請している。もし 1997 年 5 月 15 日以前にある程度食用として食べられ

てきたことを示す十分な根拠がなければ、それらの昆虫は新規食品とみなされる。この

ことは販売を継続するためには安全性を示す情報を提供する必要があることを意味す

る。FSA は関連情報を 2015 年 9 月 21 日までに提出するよう要請する文書を事業者に送

付した。 

 

 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

ドイツ連邦リスクアセスメント研究所（BfR：Bundesinstitut fur Risikobewertung） 

http://www.bfr.bund.de/ 

 

⚫ [BfR]昆虫摂取後のアレルギー反応に関する知見はまだほとんどない 

Still little knowledge on allergic reactions following insect consumption 

27 June 2023 

https://www.bfr.bund.de/cm/349/still-little-knowledge-on-allergic-reactions-following-insect-co

nsumption.pdf 

2021 年には、チャイロコメノゴミムシダマシ(Tenebrio molitor)又はイエローミールワー

ムの幼虫という昆虫種が、欧州連合(EU)で初めて食糧生産用に承認された。その間に、

3 種の昆虫が追加で承認され、EU 委員会はさらなる承認申請を受けた。これらの食品

のアレルギー反応や誘発に関する可能性については、現在科学的に調査されている。 

http://www.food.gov.uk/news-updates/news/2015/14264/edible-insects
http://www.bfr.bund.de/
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イエローミールワームの幼虫は、2021 年 6 月 1 日に EU 委員会が承認した最初の昆虫で

ある。これは後に、トノサマバッタ(2021 年 11 月 12 日承認の Locusta migratoria)、イエ

コオロギ(2022 年 2 月 10 日承認の Acheta domesticus)及びガイマイゴミムシダマシ(2023

年 1 月承認の Alphitobius diaperinus)の幼虫(レッサーミールワーム)が続いた。これらの

昆虫から生産され、それぞれの承認申請書に記載されている食品及び調製品は、EU 全

域で販売することができる。承認に応じ、乾燥、冷凍、ペースト状又は粉末状で使用さ

れる。昆虫から作られた、又は昆虫を含む食品は新規食品であるため、EU 新規食品規

則に従って承認手続きを受ける必要がある。手続きの一部には、欧州食品安全機関

(EFSA)の健康リスク評価を含む。EU 委員会はこの評価において、安全上の懸念が生じ

ない場合にのみ承認する。 

これまでに承認された昆虫種について、EFSA は、昆虫由来食品のアレルギー誘発性に

ついてさらに研究を行うよう勧告している。その理由は、入手可能な限られたエビデン

スが、昆虫由来食品の摂取がアレルギー感作につながり、特定の昆虫蛋白質に対するア

レルギー反応を引き起こす可能性を示唆しているためである。専門家は、それぞれの種

の特定の蛋白質が互いに非常に類似しているため、昆虫食の摂取は甲殻類やイエダニに

対するアレルギーを持つ人々にもアレルギー反応を引き起こす可能性があると推測す

る。 

昆虫に対する食物アレルギーの広がりの程度は、少なくとも欧州ではわかっていない。

又、EU 承認の粉末化された昆虫の摂取後に、アレルギー反応の発生例は、これまでに

数例である。 

基本的に、アレルギー反応は皮膚に現れ、じんましん、かゆみ、発疹、腫れなどの形で

現れる。しかし、息切れ、呼吸性喘息、吐き気、下痢、最悪の場合はアナフィラキシー

(=アレルギー)ショックが起こる可能性があり、生命を脅かす可能性がある。BfR の調査

(10.03.2023 現在)によると、、ドイツ、オーストリア及びスイスの共同データベースであ

るアナフィラキシー登録簿「ANAPHYLAXIE.NET」では、現在まで昆虫食摂取後の該

当症例は報告されていない。又、自主的な報告に基づいて食品に関連した中毒やその疑

いのある中毒を記録する BfR の中毒データベースでも、昆虫由来食品による健康被害

の訴え事例は登録されていない(蜂蜜を除く)。健康リスクを考慮する場合、昆虫由来食

品の市場はこれまで隙間市場であり、現在、昆虫の食品を食べる人の数は少ない可能性

が高い。 

 

⚫ 食用昆虫の安全性についての研究プロジェクト 

Research Project on Safety Aspects of Edible Insects 

15.02.2022 

https://www.bfr.bund.de/cm/349/research-project-on-safety-aspects-of-edible-insects.pdf 

タンパク質の新たな摂取源として食用昆虫が議論されるようになっている。ドイツで

https://www.bfr.bund.de/cm/349/research-project-on-safety-aspects-of-edible-insects.pdf
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は食用昆虫という概念にはまだ慣れないが、世界には長い間昆虫を食してきた文化があ

る。ケニア Jomo Kenyatta 大学と共同で BfR は ContamInsect 研究プロジェクトを開始し

た。食用昆虫の摂取に関わる健康リスクをよりよく理解するため、ケニアで最もよく食

されている昆虫の望ましくない汚染物質を探求する。 

またプロジェクトの一環として、アメリカミズアブ（Hermetia illucens）の幼虫にアフ

ラトキシン汚染穀物を与えて、幼虫がアフラトキシンを蓄積又は排泄するかの実験も行

う。ケニアでは穀物のアフラトキシン汚染が多く、この実験から汚染穀物を昆虫バイオ

マスに変換できるかなどを調べる。 

 

⚫ 食品のリスク－ベネフィット評価を伝える：赤肉代用品としての食用昆虫 

Communicating Food Risk-Benefit Assessments: Edible Insects as Red Meat Replacers 

https://www.bfr.bund.de/en/communicating_food_risk_benefit_assessments__edible_insects_as

_red_meat_replacers-291269.html 

frontiers in Nutrition に発表された論文の紹介。この論文では、赤肉を食用昆虫に置き

換えた場合の健康への影響に関するリスク・ベネフィット評価の結果を伝えるための枠

組みがどのように作成されたかを紹介する。この事例では、既存の食品と比較して新規

食品を摂取した場合の健康リスクとベネフィットに関するコミュニケーション戦略を

設計する際の課題が浮き彫りにされている。健康的で十分な情報に基づいた消費の意思

決定を促進するためには、伝えるべき科学的情報だけでなく、聞き手の情報的・感情的

なニーズを考慮することが極めて重要である。 

＊Communicating Food Risk-Benefit Assessments: Edible Insects as Red Meat Replacers 

Emilia Boehm et al. 

frontiers in Nutrition: https://doi.org/10.3389/fnut.2021.749696 

 

⚫ 昆虫によって引き起こされるアレルギー？ 

Food allergy caused by insects? 

No 044/2020 from the BfR of 24 September 2020 

https://www.bfr.bund.de/cm/349/food-allergy-caused-by-insects.pdf 

食用昆虫はアレルギーを引き起こす可能性があるか？2020 年 9 月、BfR はアレルギ

ー反応の可能性から消費者を保護するための新たな共同研究プロジェクト

「Allergen-Pro」を立ち上げた。このプロジェクトの目的：食品中のアレルゲン物質の

詳細な分析方法を確立することと、アレルギー疾患のある人への影響を説明することで

ある。スイスとドイツから 7 機関が参加しており、食品中の昆虫成分の検出を意図した

適切かつ再現性のある方法の開発に取り組んでいる。 

食物アレルギーをもつ人は食品中のアレルゲンを避けなければならない。アレルギー

は、たとえ極微量でも健康問題の引きがねとなることがある。このため調理済み食品の

https://www.bfr.bund.de/en/communicating_food_risk_benefit_assessments__edible_insects_as_red_meat_replacers-291269.html
https://www.bfr.bund.de/en/communicating_food_risk_benefit_assessments__edible_insects_as_red_meat_replacers-291269.html
https://doi.org/10.3389/fnut.2021.749696
https://www.bfr.bund.de/cm/349/food-allergy-caused-by-insects.pdf
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製造業者は包装上に成分を記載しなければならない。ピーナッツやセロリあるいは卵の

ような主要アレルゲンは、たとえ調理上少量であるとしても特別な表示義務が適用され

る。しかし、過失により食品に混入するアレルゲンの表示、言い換えれば、通常の成分

でないものは規制されていない。これらの不注意のアレルゲンは例えば輸送や生産条件

により混入することがあり、アレルギーのある人にとっては健康リスクを引き起こすこ

とがある。 

国連の FAO の推測によると、世界では 1900 以上の種類の昆虫が食べられている。欧

州連合ではそれらは新規食品に関連する規則の対象となる。 

昆虫はおそらく、将来的に食品成分としてますます使用されることになるだろう。現

在、昆虫が新たな食物アレルゲンとして寄与する可能性について議論が行われている。

今日まで昆虫が原因で引き起こされるアレルギー疾患症例件数は少ないが、例えば、ト

ロポミオシンやアルギニンキナーゼのような相同性(homology)を有するタンパク質が

増えることが原因で、特に節足動物（甲殻類やダニを含め）の交差反応が生じる可能性

がかなり高い。 

Allergen-Pro の共同研究プロジェクトの目的の一つは、のちに食品監視機関や最終的

には食品生産業者にも、食品中の昆虫成分を確認する方法を提供することである。スイ

スとドイツからの計 7 機関は、高度な加工食品にも昆虫成分を検出する適切で再現でき

る方法の開発に取り組んでいる。この方法は、それぞれの種類に特有の遺伝物質の検出

あるいはアレルゲンのタンパク質の直接検出に基づく。 

さらに、健康関連の食物アレルゲンの可能性として昆虫の臨床的関連性はいまだはっ

きりしていない。いわゆる in vitro 法を使用しつつ食品感作の臨床的関連性を予測する

ことは依然難しい。アレルギー患者や食品製造業者に対し安全性を向上させるために、

昆虫のプロテオーム内にアレルギー誘発性 IgE/G エピトープを同定するための革新的

なハイスループット in vitro 法もまた、開発されるだろう。このプロジェクトは、また、

被験者が最小限のストレスで検査をうけることができ、アレルギー反応か臨床反応のな

い感作のみを示すものか判断できる、初めての in vitro 試験系を開発することに取り組

んでいる。 

Allergen-Pro プロジェクトは、ドイツ連邦下院による支持を伴い、ドイツ連邦食糧・

農業省(BMEL)により資金提供されている。 

 

⚫ BfR リスク認知調査：食品と飼料としての昆虫 

BfR Risk Perception Research: Insects as Foods and Feeds 

15.10.2019 

https://www.bfr.bund.de/cm/364/insects-as-foods-and-feeds.pdf 

 アフリカ、アジア、アメリカ：コオロギ、ミールワーム、イナゴは世界中の多くの地

域で、茹でられ、揚げられ、食べられている。ヨーロッパでは通常は昆虫を食べないが、

https://www.bfr.bund.de/cm/364/insects-as-foods-and-feeds.pdf
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食品や動物用飼料としての産業的な飼育や加工の可能性について公開討論が開始され

ている。 

 BfR で実施した代表的な消費者調査により、昆虫食についての意識レベルや、予期さ

れるベネフィットとリスクを見通せるようになる。メディア応答分析はドイツのメディ

アでの昆虫の報道に焦点を当てている。 

 このパンフレットで、重要な背景情報や、研究がもたらすリスクコミュニケーション

に関する一連の行動への研究と助言両方の本質的な結果が分かるようになる。 

昆虫―未来の食品？ 

 2,000 種類以上の昆虫が定期的に食べられている。それらは主に甲虫、昆虫の幼虫、

ハチ類（ミツバチ、スズメバチ、アリ）、イナゴ、コオロギ、バッタ、他の昆虫（シロ

アリ、ハエやその幼虫などの双翅目）である。甲虫 31%、幼虫 18%、ハチ類 15%、イ

ナゴ 14%。 

＊BfR シンポジウム「食品や飼料としての昆虫：未来の食品？」 

2016 年 5 月 24 日のシンポジウムの報告書 

多くの食用昆虫種はヒトに必須なアミノ酸や不飽和脂肪酸が多く、エネルギーや栄養

が豊富である。昆虫は種や年齢や食べ物にもよるが、多くの微量栄養素も含んでいる。

この好ましい栄養組成のため、昆虫は動物由来の従来型食品の代替品として議論されて

いる。 

昆虫を食べること ― は認められている？ 

 EU で食品として市販が予想される全ての昆虫、あるいは昆虫を含む製品は、認可に

先立ち、最初に欧州食品安全機関(EFSA)による健康評価を受けなければならない。これ

は新規食品規則(EU) 2015/2283 に基づいている。 

 

＜BfR の消費者調査の結果＞ 

食用昆虫はどのくらいよく知られている？ 

 食品としての昆虫を知っている：72% 

 飼料としての昆虫を知っている：60% 

（全回答者における割合、n=1,000） 

回答者のおよそ 14%は、主に海外で以前に昆虫を食べたことがある。その大部分は高

等教育を受けた 18～39 歳の男性だった。特に、若い人たちが食品としての昆虫を認め

ている。だが、昆虫を食べたことのない人の大部分は懐疑的なままである。 

 昆虫を主原料とする食品を試すことを想像できるのは 40%のみ 

（昆虫を食べたことのない回答者における割合、n=861） 

食用昆虫の利点と欠点は？ 

 昆虫を食べることについて、一般的に懐疑的な見方があるけれども、消費者はその利

点について十分情報を得ている。 



 

120 

 

 回答者の 34%は昆虫を消費する理由としてタンパク質を多く含むことを上げている。

さらに、昆虫は世界の栄養の将来に重要な役割を果たしている(17%)、一方で昆虫の飼

育に関連する費用と労力は低いとみなされている(13%)。 

食品としての昆虫の導入に対して嫌悪が最大の障害である 

 衛生や消化性についての懸念もあるが (15%)、報告されている主な障壁は嫌悪感で、

珍しい栄養源としてその生物を用いることの違和感(13%)もある。回答者の 46%が、嫌

悪感が主な障壁だと報告している 

食用昆虫に不安を感じることは一般的？ 

 昆虫を食べることについて様々な不安があるにもかかわらず、大多数は、それがヒト

や動物の健康へのリスクはないと信じている(63%)。他に、病気 55%、毒物 56%。ヒト

や動物への疑われるリスクの中でも、病気、毒物、アレルギーの伝染についての懸念や

不耐性(17%)が最も頻繁に言及されている。 

 リスクを起こさないと信じているのは 63% 

（リスクを理解している回答者における割合、n=270） 

昆虫をどう扱うべきか？ 

 食品として昆虫を利用することについて意見は二分している：支持する 47%、支持し

ない 48%。動物用飼料としての昆虫の利用については、支持するが 63%。たったの 27%

のみ飼料としての昆虫の利用に反対している。 

 

＜BfR メディア分析の結果＞ 

メディアは食用昆虫をどのように報道している？ 

 「食用昆虫」というテーマの報道は 2014 年から 2015 年に倍増した：2014 年 27 記事、

2015 年 60 記事。それらの 93%は、食品としての昆虫に焦点を置いた記事である。 

 分析した記事の大部分は利点を扱っている(80%)。18%だけが起こりうるリスクに言

及している。ほとんどの記事は食品としての昆虫に焦点を当てている(93%)。分析した

記事の 4%だけが動物の飼料としての昆虫の話題だけを取り扱うが、この報道のさらに

4%は昆虫の利用の両方の側面に言及している。 

（2014 年と 2015 年の各種ドイツの印刷物及びオンライン上のメディアの記事に基づ

く） 

新聞 

 全ての分析した記事の過半数は昆虫のタンパク質含有量の多さについてコメントし

ている(60%)。グローバルな食品問題を解決するために実行できるアプローチとしての

利用が 2 番目によく言及される利点で(39%)、飼料変換効率の高さがそれに続く(32%)。

報道される他の側面には微量栄養素(28%)と温室効果ガスの排出量が少ないこと(24%)

がある。 

 タンパク質含有量：60% 
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 グローバルな食品問題：39% 

 飼料転換効率：32% 

 微量栄養素：28% 

 温室効果ガスの低排出量：24% 

 

＜リスクコミュニケーションで分かったこと＞ 

－結果から行動方針に適した助言を推論できるようになった－ 

 一般人に食用昆虫をテーマとした情報が必要である。特に、食品や飼料としての昆虫

の潜在的な健康リスク(70%)、生産工程(65%)、栄養含有量(64%)に関する詳細情報が必

要である。 

 加工や起こりうる健康リスクの情報は、一般人の昆虫食の支持を増やす。加工食品の

形をとって「認識できないようにした」昆虫も、元の状態の昆虫よりも受け入れやすさ

が増す傾向にある。 

 

＜結論＞ 

 この研究の結果、ドイツ人の大多数は中期的に彼らの食事の定番として昆虫が定着す

るとは信じていないことが示された。家畜用の飼料としての昆虫については、より楽観

的である。 

 

＜BfR 研究「食用昆虫」＞ 

サブプロジェクト 1 

‒  代表的な集団調査：一般人は食品としての昆虫をどのようにとらえる？ 

‒  方法：電話の無作為抽出法による代表的な消費者調査 

‒  研究期間：2016 年 4 月 

‒  サンプル：ドイツのドイツ語圏の 14 歳以上の集団による 1,000 人の回答者 

サブプロジェクト 2 

‒  メディア分析：ドイツの印刷物やオンラインメディアの選択で食品や飼料としての

昆虫の話題は、どのように、どの程度報道された？ 

‒  方法：ドイツの印刷物やオンラインメディアの内容の分析 

‒  研究期間：2014 年 4 月から 2015 年 12 月 

‒  サンプル：各種印刷物やオンラインメディアの全部で 87 の記事(記録された地域を

超えた新聞、選択されたベルリンの新聞、週刊新聞/雑誌)の、食用昆虫についての

報道の種類と頻度を分析した。 

追加情報 

BfR シンポジウム「食品や飼料としての昆虫：未来の食品？」 

2016 年 5 月 24 日のシンポジウムの報告書 



 

122 

 

Journal für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit 

(消費者保護及び食品の安全性のためのジャーナル) 

2016 年 9 月、11 巻、3 号、pp 281–289 

 

「リスク認識」 

⚫ 昆虫を食べますか? 実践する前にもっと理論を示して 

世界の多くの地域で、コオロギ、ゴミムシダマシ、渡りバッタといった昆虫が食され

ている。EU 食品法では新規食品とみなされ、承認される方向にある。2017 年の春、ス

イスでも食品として公的に認可された。しかし、公の議論は始まったばかりである。毒

性学的検討、汚染物質や残留レベルの見極め、アレルギー性の検討、微生物学的リスク

の検討は行われていない。ドイツ国民の間で昆虫食がどのように考えているのかを知る

ため、BfR は 2 件の調査を行っている。 

✓ ドイツ人の 63%は昆虫食が健康リスクを生じることは無いと考えているが、実

践しようとは思っていない。 

✓ 72%が昆虫食のことを聞いたことがある。昆虫はタンパク質、栄養素およびビタ

ミンが豊富であると考えられており、世界の食糧事情の点から重要な食糧源で

あるとみなされている。 

✓ 昆虫食を嫌悪する(46%)主な理由は、親近感がない(13%)こと、衛生面と消化性

に懸念があること(15%)である。 

✓ 昆虫食がメディアに取り挙げられた数は、2014 年に 27 件であったのが 2015 年

には 60 件に倍増している。多くが昆虫食の良い面を取り扱っている。 

消費者は、昆虫食が及ぼす健康へのリスク、昆虫食の生産方法、栄養素含量について、

もっと情報を得たいと望んでいる。こうした情報が伝わると、昆虫食が受け入れられる

ことにつながる可能性がある。加工食品として昆虫を分からないように使用する方が、

元の形のままよりも受容され易いものと考えられる。 

より詳しい情報(ドイツ語)は、以下のサイトから。 

https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00003-016-1038-0 

 

⚫ BfR シンポジウム「食品や飼料としての昆虫－将来の食糧？」のプレゼン概要 

Overview of the presentations at the BfR Symposium "Insects as Food and Feed - Food of the 

Future?" on 24 May 2016 

http://www.bfr.bund.de/en/overview_of_the_presentations_at_the_bfr_symposium__insects_as_

food_and_feed___food_of_the_future___on_24_may_2016-197739.html 

 2016 年 5 月 24 日に開催されたシンポジウムのプレゼン資料を公開。（5 演題のうち

WHO/FAO 以外の 4 演題はドイツ語） 

 

https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00003-016-1038-0
http://www.bfr.bund.de/en/overview_of_the_presentations_at_the_bfr_symposium__insects_as_food_and_feed___food_of_the_future___on_24_may_2016-197739.html
http://www.bfr.bund.de/en/overview_of_the_presentations_at_the_bfr_symposium__insects_as_food_and_feed___food_of_the_future___on_24_may_2016-197739.html
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⚫ 食品と飼料としての昆虫 ― 未来の食べ物？ 

Insects as Food and Feed - Food of the Future? 

24.05.2016 

http://www.bfr.bund.de/en/press_information/2016/16/insects_as_food_and_feed___food_of_th

e_future_-197552.html 

食品と飼料としての昆虫が引き起こす健康リスクの可能性についてさらなる研究を

行う必要がある。このため、ドイツ連邦リスク評価研究所（BfR）は 2016 年 5 月 24 日

にベルリンで「食品と飼料としての昆虫 ― 未来の食べ物？」という BfR シンポジウ

ムを計画している。「食品源としての昆虫について一般市民の関心がますます高まって

いる」と BfR 副長官 Reiner Wittkowski 博士は述べた。「それだけに、それらの新しい食

品がどの程度安全かを明確にすることがいっそう重要である。」今日まで、昆虫の毒性

学的及び微生物学的安全性に関する研究はほとんどない。環境にやさしくコストがかか

らず生理学的倫理学的にメリットがあり、肉を上回る価値があると主張されているため、

昆虫は画期的で持続可能な食品源であると議論されている。最新の BfR 代表調査によ

ると、ドイツ人の大多数は昆虫の摂取は健康リスクを引き起こさないと考えているが、

昆虫を進んで食べる前にもう少し情報を得たいと考えている。 

 

⚫ BfR シンポジウム－食品や飼料としての昆虫－将来の食糧？ 

BfR Symposium - Insects as Food and Feed - Food of the Future? 

24.05.2016 

http://www.bfr.bund.de/en/event/bfr_symposium___insects_as_food_and_feed___food_of_the_

future_-197153.html 

欧州では、昆虫をヒトが喫食したり、動物用飼料に使用することは一般的ではない。

しかし、公開討論が行われ始めた分野ではある。現在のところ世界で消費されている昆

虫の大部分は天然のものであるが、狙いとしては食用や飼料用にできるように養殖しよ

うというものである。安全性への懸念などから、技術面での研究が必要だと考えられて

いる。 

BfR は、食品及び飼料としての昆虫に関する市場、規制、栄養、生産、健康リスク等

の知見についてシンポジウムを開催する。登録を受付中。 

 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

オランダ RIVM （国立公衆衛生環境研究所：National Institute for Public Health and the 

Environment） 

http://www.rivm.nl/en/ 

http://www.bfr.bund.de/en/press_information/2016/16/insects_as_food_and_feed___food_of_the_future_-197552.html
http://www.bfr.bund.de/en/press_information/2016/16/insects_as_food_and_feed___food_of_the_future_-197552.html
http://www.bfr.bund.de/en/event/bfr_symposium___insects_as_food_and_feed___food_of_the_future_-197153.html
http://www.bfr.bund.de/en/event/bfr_symposium___insects_as_food_and_feed___food_of_the_future_-197153.html
http://www.rivm.nl/en/
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⚫ 新規タンパク源やそれ由来製品申請におけるタンパク質の質と食品安全について 

Protein quality and food safety aspects of novel protein sources and of their product applications 

2016-02-22 

http://www.rivm.nl/en/Documents_and_publications/Scientific/Reports/2016/februari/Protein_q

uality_and_food_safety_aspects_of_novel_protein_sources_and_of_their_product_applications 

社会には、大豆やルーピン、昆虫（ミールワームやイナゴ）や藻類など、食事に新し

いタンパク源を使うことへの関心が高まっている。理由の一部は動物由来タンパク質の

環境影響への懸念がある。RIVM は新規タンパク源の使用が食事由来総タンパク摂取に

影響するかどうかについてオランダの状況を探った。 

結果として、肉、魚、卵などのよく使われているタンパク源が完全に新しいタンパク

源にとってかわることはまずないことが明らかになった。一部が代わるあるいは追加の

タンパク源になる可能性があり、総タンパク質摂取量は減らないようである。新規タン

パク源のタンパク質の質は通常の動物タンパク質よりやや劣る。理由は消化吸収が悪い

こととアミノ酸組成が好ましくないためである。しかし組み合わせて使うことで総摂取

タンパク質の質は変わらないだろう。EU ではこれら新規タンパク源は新規食品規制の

対象となり販売前に安全性が確認される。この報告ではアレルギー誘発性について焦点

を絞った。大豆とルーピンについてはアレルゲンとなることがわかっており、食品の包

装に表示されている。 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

フランス食品・環境・労働衛生安全庁（ANSES：Agence Nationale de Sécurité Sanitaire 

de L’alimentation, de L’environnement et du Travail） 

http://www.anses.fr/ 

 

⚫ 昆虫の食品や飼料としての利用と昆虫を食べることの健康リスクについての科学的知

識のレビュー 

OPINION of the French Agency for Food, Environmental and Occupational Health & Safety on 

"the use of insects as food and feed and the review of scientific knowledge on the health risks 

related to the consumption of insects" 

Maisons-Alfort, 12 February 2015 

https://www.anses.fr/en/documents/BIORISK2014sa0153EN.pdf 

ヒトの昆虫食については今のところニッチ市場であり、非意図的昆虫食は大体年に

500g から 1kg の間である（食品の重量当たり 0.1%までは昆虫やその断片が入っている

ことは認められる）。評価では、昆虫の栄養、養殖、加工、環境影響、ハザード、規制

http://www.rivm.nl/en/Documents_and_publications/Scientific/Reports/2016/februari/Protein_quality_and_food_safety_aspects_of_novel_protein_sources_and_of_their_product_applications
http://www.rivm.nl/en/Documents_and_publications/Scientific/Reports/2016/februari/Protein_quality_and_food_safety_aspects_of_novel_protein_sources_and_of_their_product_applications
http://www.anses.fr/
https://www.anses.fr/en/documents/BIORISK2014sa0153EN.pdf
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などについて検討した。 

 昆虫食のハザードは、毒物や非栄養因子を生成する昆虫類に特徴的な内分泌物質、健

康リスクの管理を保証できるような飼育・製造条件、アレルギーなど特定の消費者にお

ける特別な感受性、などに関連する。従って、それらに関する研究、EU 規模での食用・

非食用昆虫種と食用にできる時期に関するリストの作成、動物福祉に関する調査、健康

リスク管理を保証するための昆虫類の飼育条件の枠組みの定義化、消費者及び労働環境

でのアレルギーリスクの予防政策の構築などが望まれる。 

＊Insects as food: a review of potential hazards and research needs 

09/04/2015 

https://www.anses.fr/en/content/insects-food-review-potential-hazards-and-research-needs） 

 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

フィンランド食品安全局（Evira/ Finnish Food Safety Authority） 

https://www.evira.fi/en/ 

 

⚫ 昆虫食がまもなく食事の一部となる 

Insect food soon to become part of our diet 

25.9.2017 08:52 

https://www.evira.fi/en/foodstuff/current-issues/2017/insect-food-soon-to-become-part-of-our-di

et/ 

フィンランドにおいても、昆虫がまもなく食用に飼育・販売され、昆虫食として提供

されるようになるだろう。フィンランド食品安全局 Evira は、消費者に対して製品の安

全性を保証するために、業界全体に向けたガイドラインの作成を始めた。ガイドライン

が完成したら、昆虫を食用として製造したい製造業者は食品事業者として登録しなけれ

ばならないことになる。 

Evira は、昆虫の飼育と販売に関する食品業界のガイダンスを作成しているところで

ある。このプロジェクトは 11 月初めには完了予定である。ガイドラインの作成は、昆

虫事業者と協力して行われており、食品管理局側と、昆虫ブリーダーや昆虫食を製造す

る企業の側の両者が使用することを意図している。ガイドラインが整えば、昆虫生産者

は食品事業者として登録が可能になり、昆虫食の販売を始めることができるようになる

だろう。 

法解釈の変更を伴うが、昆虫生産は今では食品製造の法的枠組みの中にあるとみなさ

れ、食品法令に定められている前提条件や管理業務が要求される。食用の昆虫を製造お

よび販売するためには、例えば、製品は消費者にとって安全でなければならず、製造工

https://www.anses.fr/en/content/insects-food-review-potential-hazards-and-research-needs
https://www.evira.fi/en/
https://www.evira.fi/en/foodstuff/current-issues/2017/insect-food-soon-to-become-part-of-our-diet/
https://www.evira.fi/en/foodstuff/current-issues/2017/insect-food-soon-to-become-part-of-our-diet/
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程で良好な衛生状態が遵守され、さらに正しく十分な情報がラベル表示されなければな

らない。昆虫のタンパク質がアレルギー反応を引き起こす可能性も表示されなければな

らない。 

諸々の計画によると、フィンランドでは、農場で飼育されたものを使用する場合に限

って、丸ごとの虫体が認可されるであろう。昆虫を細かく切ったり、すりつぶしたりす

ることもできるが、一部を除去したり、昆虫から成分を単離または抽出したりしてはな

らない。Evira は食用に適した昆虫の種類のリストをまとめる予定である。例えばキッ

チンの飾り物として現在市販されている昆虫製品は、製品が食品法に従って管理されて

おらず、安全性を確認することができないため、食品としての市販は許可されない。 

新ガイダンスが利用できるようになると、Evira のウェブサイト上により詳細な更新

情報が提示されることになっている。Evira は秋中に、食品管理局員や食品事業者向け

にトレーニングを行う予定である。 

 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

カナダ食品検査庁（CFIA：Canadian Food Inspection Agency) 

http://www.inspection.gc.ca/english/toce.shtml 

 

⚫ 食用昆虫：虫をかじる前に知っておきたいこと 

Edible insects: what to know before biting into bugs 

2021-09-21 

https://inspection.canada.ca/chronicle-360/food-safety/edible-insects/eng/1632237657892/1632

245370544 

食用昆虫において、カナダ食品検査庁（CFIA）が消費者を守るために行っているこ

と（化学物質や微生物ハザードの監視、またハザードに対する対策）について紹介。 

食用昆虫は、カナダでオンラインや店頭で販売されている他の食品と同様、安全要件

を満たさなければならない。製造業者は食用昆虫を輸入、輸出または州間で販売する際、

カナダ食品安全規則(SFCR)に従わなければならない。CFIA とヘルスカナダはともに食

用昆虫のハザードを監視する役割がある。ヘルスカナダは、カナダ人に販売される食品

の安全性と栄養の質について具体的な政策を持っている。CFIA は、食品に対して農薬、

重金属、細菌性病原体などの検査を行い、これらの政策が守られていることを確認する

一方で、検査結果が満足のいくものでなかった場合や苦情が寄せられた場合には、カナ

ダの食用昆虫施設の査察も行っている。 

1. 化学的ハザードの監視 

化学的ハザードは、通常、農薬や重金属を指す。そのリスクは、化学物質の種類、食

http://www.inspection.gc.ca/english/toce.shtml
https://inspection.canada.ca/chronicle-360/food-safety/edible-insects/eng/1632237657892/1632245370544
https://inspection.canada.ca/chronicle-360/food-safety/edible-insects/eng/1632237657892/1632245370544
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品中の量、その食品を生涯にわたりどの程度を摂取するかによる。残留化学物質は昆虫

由来食品に低濃度で存在する可能性があり、その汚染源には様々な可能性がある。例え

ば、 

 環境及び産業汚染(土壌、水、空気)の残留濃度による 

 収穫時の昆虫の成長段階とその寿命 

 昆虫の餌に含まれる化学物質の種類 

食品中に痕跡程度の農薬が含まれることは想定外ではない。ただし、最大残留基準を

大幅に超過する高濃度の検査結果が出た製品については、潜在的な健康リスクを評価す

るためにヘルスカナダに送られる。金属は、環境や、穀物、草、種子など昆虫の餌に由

来する可能性もある。CFIA は食用昆虫に少量のヒ素、カドミウム、鉛、水銀を検出し

ているが、痕跡程度の農薬や金属があっても食べるのに危険というわけではない。適切

に使用され、監視されている農薬はヒトに健康リスクをもたらすことはない。 

2. 細菌のハザードの監視 

細菌ハザード(病原菌など)は、病気の原因となる可能性のある微生物のことである。

CFIAは最近1年かけて小売用食用昆虫サンプルの小規模なターゲット調査を実施した。

全てのサンプルにサルモネラ菌や大腸菌(E. coli)がないことがわかった。大腸菌は食品

生産チェーン全体における衛生状態の指標であるため、この結果から検査した食用昆虫

は衛生的な条件下で生産されていることが示された。 

3. ハザード検出時の対処 

CFIA は、食品中にハザードを検出した場合、その製品をさらに評価し、健康リスク

があるかどうかを判断する。食品がヒトの摂取に安全ではないとみなされると、CFIA

と企業は消費者保護のため、製造業者や輸入者への通知、是正措置の要求、追加検査、

詳細検査、製品の押収、リコールなどで対処する。 

 

⚫ 食品安全検査報告 - 残留化学物質及び微生物報告 

Food Safety Testing Bulletin - Chemical residue and microbiology report 

2021-07-07 

https://inspection.canada.ca/food-safety-for-industry/food-chemistry-and-microbiology/food-saf

ety-testing-bulletin-and-reports/eng/1453324778043/1453327843364#a1 

カナダの消費者が 2017年から 2018年に入手可能だった食用昆虫の微生物および化学

ハザードの解析 

CFIA はモニタリング計画の一環として食品安全を促進するために微生物汚染、残留

農薬及び有害金属の存在を監視する。新興の「新規食品」は、食用昆虫である。これに

は、乾燥昆虫/シルクワーム（蚕よう蛹）全体、プロテインパウダー（コオロギ単体あ

るいは主原料）、また原料として昆虫を含む複合原料の製品（プロテインバーやミック

ススムージーなど）を含む。CFIA は、化学物質及び微生物による汚染レベルの基礎情

https://inspection.canada.ca/food-safety-for-industry/food-chemistry-and-microbiology/food-safety-testing-bulletin-and-reports/eng/1453324778043/1453327843364#a1
https://inspection.canada.ca/food-safety-for-industry/food-chemistry-and-microbiology/food-safety-testing-bulletin-and-reports/eng/1453324778043/1453327843364#a1
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報を得るために昆虫を原料に含む食品を検査し、その結果を査読付き科学論文として発

表した。検査したすべての製品に微生物汚染（例：サルモネラ属菌（Salmonella spp.）

や大腸菌（E.coli））はないという結果を示した。これらサンプルは残留農薬と有害金属

についても検査された。全体として、検査した製品の 89％がカナダの残留農薬基準を

満たしていた。すべての検査結果を評価したところ、いずれのサンプルも消費者にリス

クをもたらすことはないと考えられた。 

 

⚫ カナダの消費者が入手可能な食用昆虫の微生物および化学ハザードの解析 

Journal of Food Protection 

Analysis of Microbiological and Chemical Hazards in Edible Insects Available to Canadian 

Consumers 

Beata Maria Kolakowski; Krystyna Johaniuk; Helen Zhang; Etsuko Yamamoto 

J Food Prot (2021) https://doi.org/10.4315/JFP-21-099 

https://meridian.allenpress.com/jfp/article/doi/10.4315/JFP-21-099/464903/Analysis-of-Microbi

ological-and-Chemical-Hazards 

食用昆虫は多くの国で新規の食品である；その高タンパク/低脂肪含有、簡単な生産

及び環境への影響が少ないため人気が高まっている。我々の知る限り、これは食用昆虫

の微生物及び化学ハザード双方に取り組む初めての報告書である。小売販売店やオンラ

イン購入でサンプルは採集された。乾燥した昆虫そのまま又は昆虫パウダーの合計 51

サンプルについて、食品生産チェーン全体の衛生状態の指標となる大腸菌（E. coli）及

び細菌性病原体のサルモネラ属菌（Salmonella spp.）の検査を行った。どのサンプルに

も、（100 コロニー形成単位 (CFU)/g 以上で）サルモネラ属菌も大腸菌も見つからなか

った。コオロギの 43 サンプル（プロテインバー、パウダー、粉末、昆虫そのまま）と

シルクワーム（昆虫そのまま）の 4 サンプルを対象に、最大 511 の農薬が分析された。

うち 39 サンプルに 1～4 種の残留農薬が含まれた；34 サンプルはカナダの規則に適合

し、5 つのサンプルが違法であった。グリホサートとその代謝物である AMPA を主な残

留物として、全部で 7 種の残留農薬が検出された。農薬を検査した 19 のサンプルにつ

いて、金属検査には不十分な残量ではあったものの、ヒ素、カドミウム、水銀及び鉛に

ついても分析した。ヒ素、カドミウム、鉛及び水銀の陽性率はそれぞれ 100%、79%、

58%、74%であった。ヒ素の検出濃度の範囲は 0.030 mg/kg から 0.34 mg/kg、カドミウム

は 0.031 mg/kg から 0.23 mg/kg、鉛は 0.019 mg/kg から 0.059 mg/kg、水銀は 0.00094 mg/kg

から 0.028 mg/kg であった。微生物汚染の検出がなかったことと、製品で観察された農

薬及び金属の陽性率及び濃度に基づき、ヘルスカナダは分析されたすべての昆虫食品は

ヒトの消費にとって安全であると判断した。今回の調査は限定的なものであり、CFIA

はこの新規食品を継続的に監視する予定である。 

 

https://meridian.allenpress.com/jfp/article/doi/10.4315/JFP-21-099/464903/Analysis-of-Microbiological-and-Chemical-Hazards
https://meridian.allenpress.com/jfp/article/doi/10.4315/JFP-21-099/464903/Analysis-of-Microbiological-and-Chemical-Hazards
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－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

韓国食品医薬品安全処（MFDS：Ministry of Food and Drug Safety） 

  http://www.mfds.go.kr/index.do 

 

⚫ 食薬処、「代替食品表示ガイドライン」を設け、食品産業活性化支援 

食品表示広告政策課 2023-11-27 

https://www.mfds.go.kr/brd/m_99/view.do?seq=47807 

食品医薬品安全処は、植物性原料などを使用して動物性食品と同様に作った「代替食品

*」を製品に表示しようとする営業者が遵守しなければならない基準と方法を提示する

｢代替食品の表示ガイドライン｣を作成・配布すると明らかにした。 

* 代替食品：動物性原料の代わりに植物性原料、微生物、食用昆虫、細胞培養物などを

主原料として使用し、既存食品と同様の形態、味、組織感などを持つように製造したこ

とを表示して販売する食品 

今回のガイドラインは、代替食品に対する消費者の関心が高まり世界的に関連市場が急

成長*するにつれ、代替食品の特性を説明できる表示・広告を可能にすることにより、

関連業界の多様な製品開発を支援する一方、消費者の知る権利と選択権を保障するため

に設けられた。 

* 世界代替食品市場規模：（’19 年）103.5 億ドル→（’25 年）178.3 億ドル見通し（出

典：韓国農村経済研究院,’23.3 月） 

①ガイドラインの適用範囲は、代替食品を製造・加工・輸入・小分けする営業者が代替

食品の容器又は包装に代替食品であることを表示する場合に適用する。 

②表示しなければならない項目には、代替食品の主表示面*に「代替食品」であること

を明確に示す、▲「代替食品」用語、▲動物性食品などと誤認・混同しないようにする

製品名、▲動物性原料含有の有無など、3 項目すべて表示しなければならない。 

* 主表示面：容器・包装の表示面のうち商標、ロゴなどが印刷されており、消費者が食

品や食品添加物を購入する際に通常見ることができる面 

③代替食品に表示しなければならない 3 項目の詳細表示方法は以下の通りである。 

「代替食品」という用語は、消費者が簡単に確認できるように 14 pt 以上の文字で表示

しなければならない。 

製品名は「植物性製品」であることを強調したり、代替した原材料の名称を含む場合に

限り、プルコギ、ハンバーグなど動物性食品に使用される料理名などを使用できる。た

だし、誤解を避けるために「牛肉」「豚肉」「牛乳」「卵」などの一次産物の名称は代替

食品の製品名に使用できない。 

＜製品名の表示方法*＞ 

http://www.mfds.go.kr/index.do
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√植物性製品であることを強調した名称（「植物性」＋〇〇〇） 

* 例）ベジタブルハンバーグ（料理名）、ベジタブルプルコギ（料理名）) 

√代替した原材料名を強調した名称（「原材料名」＋〇〇〇） 

* 例）大豆で作ったハンバーグ、大豆で作ったプルコギ 

√動物性原材料名・料理名などが含まれておらず、消費者の誤認・混同の懸念のない名

称 

* 例）ヴィーガンソイプルコギ、ベジボール、プラントボール 

* 3 つの中から 1 つを選択し、代替食品の製品名で表示 

また、動物性原料が含まれていない事実を 12 pt 以上の文字で表示しなければならない。

ただし、食品製造に使用されたソースや調味料などに動物性原料が微量に含まれている

場合には、その事実を同じ大きさで表示しなければならない。 

*（例）「肉が入っていません」または「肉無添加」/「原材料中〇〇調味料には動物性

原料〇〇が使用されています」 

ちなみに、｢代替食品の表示ガイドライン｣を遵守する場合に限り、現在不当な表示・広

告で禁止している他の食品タイプの名称（例：ソーセージ、ハムなど）を使用したり、

使用していない原材料を強調（例：MEAT FREE など）する表示・広告を例外的に使用

できるようにした。 

* 積極行政委員会で関連法令改正前まで｢代替食品の表示ガイドライン｣を優先施行で

きるよう審議・議決(‘23.9.26) 

食薬処は、これまでのガイドラインの整備過程で各界の意見を反映するために消費者団

体、畜産団体、食品業界、学界、関係省庁などが参加する「代替食品表示協議体(‘22.10.

～’23.8.)」を運営し、代替食品の表示基準・方式に対する十分な意見を収束するなど

議論過程を経た。今後もガイドラインを運営する過程で消費者・営業者など各界の意見

をさらに取りまとめ不備点を補完して関連法令を改正していく予定である。 

食薬処は、消費者が代替食品を購入する場合、代替食品の主表示面に表示される代替食

品、製品名、動物性原料含有の有無など 3 点を確認してから購入することを求め、今後

も消費者の健康と選択権確保のための情報提供を強化し、より安全な食品消費環境が造

成されるよう努力する。 

＜添付＞ 

1.代替食品の主表示面表示の例 

2.主な質疑応答 

 

⚫ 食薬処、代替食品の定義と安全管理基準を用意 

食品基準課 2022-12-22 

https://www.mfds.go.kr/brd/m_99/view.do?seq=46903 

□ 食薬処は代替食品と高血圧患者用食品の安全管理基準を新設することを主な内容
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とする、「食品の基準及び規格」告示改正案を 12 月 22 日に行政予告する。 

○ 今回の改正案は代替食品や患者用食品などフードテック基盤食品の安全基準を先

制的に設け、将来の食品産業の成長を推進する一方、菜種油のエルカ酸*や玄米の無機

ヒ素基準などを新設して国内流通食品の安全管理を強化するために設けられた。 

* 菜種に含まれる心臓毒性のある脂肪酸（一日摂取許容量 0.4 g/60 kg/日） 

□ 主な内容は、▲代替食品の定義・基準新設、▲高血圧患者用食品と水分・電解質サ

プリメント食品の食品類型・標準製造基準新設、▲菜種油（キャノーラ油）のエルカ酸

基準新設、▲玄米の無機ヒ素基準新設、▲残留農薬・動物用医薬品の残留許容基準新設・

改正などである。 

○ 最近、多様な代替食品が開発・生産されるなど市場規模が拡大*されることにより、

代替食品に対して効率的に安全管理ができるよう「代替食品として表示して販売する食

品」の定義と基準・規格を新設する。 

* 国内植物たんぱく質ベースの代替食品の市場規模は 2016 年 4,760 万ドル（約 618 億）

規模、2017 年から年平均 15.7％成長し、2026 年には 2 億 1,600 万ドル（約 2,800 億）に

達すると予想（経済研究院農政フォーカス、’20 年） 

-（定義）「代替食用として表示して販売する食品」の定義を動物性原料の代わりに植物

性原料、微生物、食用昆虫、細胞培養物などを主原料として使用して食用油脂類（植物

性油脂類は除く）、食肉加工品および包装肉、卵加工品、乳加工品、水産加工品、その

他の食肉または、その他の卵製品などと同様の形態、味、組織感などを有するように製

造したことを表示して販売する食品として規定する。 

-（基準・規格）代替食品であることを表示して販売する場合、既存に適用していた個々

の食品類型の基準・規格に加え、新設された代替食品の共通*基準・規格まで適用する。 

* 酸価、過酸化物価、大腸菌群、細菌数、大腸菌 

○ 高血圧、高熱・急性下痢患者など関連疾患者用食品が多様に製造できる基盤を設け

る。 

- 現在、患者用食品は糖尿病患者用など 4 疾患用*に対してのみ標準製造基準を提供し

ており、高血圧などその他の患者用食品は製造者が直接基準を設けて実証資料を準備し

なければならない困難があった。 

*（現行標準製造基準）糖尿病患者用、腎疾患患者用、腸疾患患者用、がん患者用 

- 慢性疾患者の疾患管理に役立つように今回、高血圧患者用食品と水分・電解質サプ

リメント食品の食品類型と標準製造基準を新設する。 

- ちなみに食薬処は様々な種類の患者用食品が開発・供給できる基盤を用意するため 6

月にがん患者用食品の基準を新設し、2026 年までに肺疾患者用など 3 種の基準を追加

用意*する計画である。 

*（追加対象）肺疾患用（’24）、肝疾患用（’25）、炎症性腸疾患用（’26） 

○ 現在、食用菜種油製造時には毒性脂肪酸であるエルカ酸含有量を下げた改良菜種種
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子（キャノーラ、Jungmo7001 など）*が使用されており、別途エルカ酸の基準を定めて

いない。 

- ただし、菜種栽培時にエルカ酸含有量の高い野生菜種が混入して栽培される可能性

があり、多くの国**でエルカ酸の基準が定められている点を考慮して、菜種油のエルカ

酸含有量基準（2％以下）を新設する。 

*（キャノーラ）Canadian Oil Low erucic Acid、カナダ産低エルカ産菜種種子、

（Jungmo7001）国内産低エルカ産菜種種子（農村振興庁国立食糧科学院） 

*（エルカ酸基準）Codex、米国、カナダ、EU2％以下 

○ 今年の重金属基準再評価の結果、食品摂取による無機ヒ素の曝露量は安全な水準だ

ったが、曝露量が増加した玄米の先制的安全管理のために国際基準（CODEX）水準で

ある 0.35 mg/kg 以下で玄米の無機ヒ素基準を新設する。（’22.11.30. 配布「食品中の重

金属 4 種基準・規格再評価結果公開」報道資料参照） 

※ 現行無機ヒ素基準：（白米）0.2 mg/kg 以下、（玄米、米糠、米飯、ひじきまたはア

カモクを使用した加工品）0.1～1 mg/kg 以下 

○ 農産物のイミノクタジン（殺菌剤）など 146 種の農薬に対して残留許容基準を新

設・改定*し、畜産物にメニクロフォラン（駆虫剤）など動物用医薬品**2 種とジメテ

ナミド（除草剤）など 2 種の殺虫剤***に対する残留許容基準を新設する。 

*（新設）新規登録されたフルインダピル（殺菌剤）など 133 種基準新設、（改正）農薬

再評価結果を反映しデルタメトリン（殺虫剤）など 43 種農薬の基準を再設定 

** 使用が許可されているが残留基準がないメニクロフォランなど 2 種に対して残留許

容基準新設 

*** 飼料などから畜産物に移行する可能性のあるジメテナミドなど 2 種農薬の基準新

設 

- 農薬残留許容基準検索の利便性と理解度増進のために、農産物と畜・水産物に分け

て管理されていた農薬残留許容基準を「食品中農薬残留基準」に統合し整備する。 

□ 食薬処は今後も国民の健康保護のために食品安全は強化するとともに、国民便宜と

食品産業活性化支援のために変化する流通・消費トレンドに合わせて制度を合理的に整

備するよう継続的に努力する。 

 

⚫ 「タイ産氷菓、中国産昆虫加工食品」に対する輸入者検査命令を施行 

輸入検査管理課 2022-06-27 

https://www.mfds.go.kr/brd/m_99/view.do?seq=46472 

食品医薬品安全処は、輸入食品など輸入・販売業者がタイ産氷菓の大腸菌群項目と中

国産昆虫加工食品*の酸価・過酸化物価・大腸菌項目に対する安全性を事前に確認した

後、国内に輸入申告するようにする「検査命令」を 6 月 27 日から施行する。 

* 昆虫加工食品：食用昆虫を乾燥、粉末などに加工したもの、またこれに食品又は食品

https://www.mfds.go.kr/brd/m_99/view.do?seq=46472
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添加物を加えて加工したもので、今回の検査対象は食用蚕（Bombyx mori L.）のさなぎ

を原料として製造した製品に限る 

今回の検査命令は、▲タイ産氷菓（大腸菌群）、▲中国産昆虫加工食品*（酸価、過酸

化物価、大腸菌）に対する通関検査の結果、当該検査項目に不適合が繰り返し発生した

ことにより、輸入者の安全管理責任を強化するための措置である。 

* 輸入される中国産昆虫加工食品の大部分が食用蚕（Bombyx mori L.）のさなぎを原料

として製造された製品 

食薬処は今後も安全な輸入食品が供給・流通できる環境を作るために、不適合が繰り

返し発生したり、有害影響の懸念がある食品を中心に安全管理をより一層強化していく。 

<添付> 輸入食品など検査命令運営現況 

 

⚫ 「トノサマバッタ（バッタ科）」10 番目の食用昆虫として認定 

新素材食品課 2021-09-13 

https://www.mfds.go.kr/brd/m_99/view.do?seq=45749 

食品医薬品安全処と農村振興庁は、将来の食料として食用昆虫が注目される中、最近

増加している昆虫飼育農家*で食品原料として登載要請されたバッタ科の昆虫「トノサ

マバッタ Locusta migratoria」を 9 月 13 日、新規食品原料として認定した。 

* 国内昆虫産業現況（飼育農家/販売額）：（’16 年）1,597 ヶ所/ 225 億→（’17 年）2,136

ヶ所/ 345 億→（’18 年）2,318 ヶ所/ 375 億→（’19 年）2,535 ヶ所/ 405 億→（’20 年）2,873

ヶ所/ 414 億 

 今回の食品原料認定*は、農村振興庁がトノサマバッタの特性・栄養性・毒性評価、

飼育・製造工程標準化などを進め、食薬処が安全性を評価して食用昆虫として認定した。 

* 新食品原料認定制度：国内で食品として食経験がない原料に対して安全性などを評

価することで、新規食品原料と認められた場合には食品公典登載前まで一時的に使える

（食品衛生法第 7 条第 2 項） 

今回のトノサマバッタの食用昆虫認定で、韓国で食べることができる昆虫は、白疆蚕、

食用蚕（幼虫、さなぎ）、ハネナガイナゴ、チャイロコメノゴミムシダマシ（幼虫）、コ

ガネムシ（幼虫）、カブトムシ幼虫、フタホシコオロギ（成虫）、ツヤケシオオゴミムシ

ダマシ（幼虫）、ミツバチのさなぎ等、合計 10 種に増えた。 

トノサマバッタは既に食用昆虫として使われているバッタと同じバッタ科だが、大き

さは 2 倍以上で、飼育期間は半分程度と生産性に優れている。また、タンパク質（70％）

と不飽和脂肪酸（7.7％）が豊富で、食品原料としての価値が高く、食材として多様な

食品に利用することができる。トノサマバッタの食品原料認定に先立ち、農業振興庁は

約 2 年間（’19.1.1〜’20.12.31）、トノサマバッタの特性、栄養性、毒性評価をはじめと

して最適な製造工程の標準化*などのための研究を進めていた。 

* 製造行程開発：絶食（1〜2 日）→冷凍保管（12 時間以上）→解凍（5℃）→洗浄（翼

https://www.mfds.go.kr/brd/m_99/view.do?seq=45749
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と足除去、原料重量の 10 倍の水に 5 分間浸漬、流水で 10 秒×3 回洗浄後 5 分間水抜き）

→殺菌（110℃、10 分）→凍結乾燥（-40℃、12 時間以上）または凍結乾燥後粉砕（100mesh

以下） 

 食薬処は研究結果に基づいて約 8 ヶ月間（’20.12.31〜21.9.13）、国内外における認定

状況や食用の現状、人体への影響などの安全性データを検討し、専門家の意見を集める

など科学的な評価*を経てトノサマバッタを新食品原料として認めた。 

* 安全性評価など食品原料認定時に提出を要する資料：提出資料の要約、起源および開

発経緯、国内外における認定および使用状況等に関する資料、製造方法に関する資料、

原料の特性に関する資料、安全性に関する資料 

 食薬処は、「今後も科学的な安全性評価に基づいて食品原料の認定範囲を拡大し、消

費者に多様で安全な食品原料が提供されるように一層努力する」と述べた。農村振興庁

は、「昆虫は、今後、代替タンパク質源としての栄養学的価値に優れ、環境にやさしい

飼育特性でカーボンニュートラルの実現に適した食べ物であり、開発価値がある」とし、

「トノサマバッタが食品原料として追加されたことに基づいて、昆虫飼育農家の所得増

大と昆虫食品産業の活性化を期待する」と述べた。 

<添付>  

1.トノサマバッタ食品原料認定現況 

2.食品原料として使用可能な食用昆虫 

 

⚫ 中国産冷凍ヤママユガさなぎ回収措置  

輸入流通安全課 2021-02-16 

https://www.mfds.go.kr/brd/m_99/view.do?seq=45055 

食品医薬品安全処は、輸入食品など輸入・販売業者が輸入・販売した「冷凍カイコさ

なぎ（昆虫加工食品）」が「ヤママユガさなぎ」と確認されたため、該当製品を販売中

断及び回収措置する。 

※ カイコさなぎ(Bombyx mori L.)は食用可能、ヤママユガさなぎ(Antheraea pernyi 又は

Antheraea yamamai)は、国内で食用として許可していない 

 

⚫ 「食用昆虫」重金属基準強化でさらに安全に管理する  

有害物質基準課 2021-01-04 

https://www.mfds.go.kr/brd/m_99/view.do?seq=44928 

食品医薬品安全処と農村振興庁は、食用昆虫全体に重金属管理対象を拡大し、統合基

準を設けて合理的に管理する計画だと発表した。これは、食用昆虫飼育農家の重金属管

理基準改善要請を契機に、農村振興庁が食用昆虫飼育現況調査と現場意見聴取を通じて、

全国主要食用昆虫 4 種とコガネムシ幼虫餌源、補助餌源などを対象に、重金属調査を実

施したことによる。食品医薬品安全処は、重金属管理政策、危害性などを考慮して、重

https://www.mfds.go.kr/brd/m_99/view.do?seq=45055
https://www.mfds.go.kr/brd/m_99/view.do?seq=44928
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金属統合基準案を用意し、2020 年 12 月 23 日行政予告した。 

現在の食用昆虫重金属基準は、ミールワーム(Tenebrio molitor L.)幼虫、シラホシハナ

ムグリ(Protaetia brevitarsis)幼虫、フタホシコオロギ(Gryllus bimaculatus)、カブトムシ

(Allomyrina dichotoma)幼虫など 4 種にのみ設定されており、残りの食用昆虫 3 種に基準

がない状況である。今回の改正により、重金属基準がなかったハネナガイナゴ（Oxya 

japonica Thungberg）、白疆蚕（蚕の幼虫がハクキョウサンビョウキン Eauveria bassiana 

(Bals.)の感染により硬直死した虫体）、食用蚕（Bombyx mori L.）3 種を含む食用昆虫（乾

燥物）全体に、鉛、カドミウム、無機ヒ素すべてが 0.1 mg/kg 以下で管理されることに

なり、今後新たに認められる食用昆虫にも同じ基準を適用する。 

※ ただし、飼育環境改善研究が進行中であるシラホシハナムグリ幼虫、カブトムシ幼

虫に対しては例外的に現在の鉛基準（0.3 mg/kg）を適用 

農村振興庁は、食用昆虫の飼育状況などの調査結果をもとに、食品医薬品安全処に改

善案を提案し、強化された重金属基準に適合した食用昆虫が飼育・流通されるように餌

源などを管理する。 

 

⚫ 「ミツバチのさなぎ」新しい食品原料と認定  

新素材食品課 2020-07-09 

https://www.mfds.go.kr/brd/m_99/view.do?seq=44402 

食品医薬品安全処と農村振興庁は、7 月 9 日「ミツバチのさなぎ」を新食品原料と認

定した。 

* 新食品原料の認定：国内で食品として摂取経験がない原料に対して安全性などを評価

することで、新食品原料と認められた場合には食品公典登載前まで一時的に使える(食

品衛生法第 7 条第 2 項) 

今回の食品原料は、農村振興庁がミツバチのさなぎの特性・栄養性・毒性評価などを

進めて、食薬処が安全性を審査して食用昆虫と最終認定したもの。今回の食品原料認定

で、養蜂農家が女王蜂との交尾目的で利用して廃棄されたミツバチのさなぎを、新しい

食品資源として活用できるようになった。ミツバチのさなぎは高タンパク(52%)食品で、

炭水化物、脂肪、タンパク質など 3 大栄養素を等しく含有し、菓子、禅食などの原料と

して使うことができ、未来の食糧資源として活用価値が高いと評価している。また、気

候変動、産業化などにより蜂蜜生産量が減る困難な状況で、養蜂農家には新しい所得源

になると期待される。 

今回のミツバチさなぎ食用昆虫認定で、韓国で食べることができる昆虫は、白疆蚕、

食用蚕（幼虫、さなぎ）、ハネナガイナゴ、チャイロコメノゴミムシダマシ（幼虫）、コ

ガネムシ（幼虫）、カブトムシ幼虫、フタホシコオロギ（成虫）、ツヤケシオオゴミムシ

ダマシ（幼虫）等、合計 9 種に増えた。 

* カイコの幼虫が白疆蚕（ビャクキョウサン）菌の感染により硬直死した虫体 

https://www.mfds.go.kr/brd/m_99/view.do?seq=44402
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⚫ 「ツヤケシオオゴミムシダマシの幼虫」を新しい食品原料として認める  

新素材食品課 2020-01-16 

https://www.mfds.go.kr/brd/m_99/view.do?seq=43911 

食品医薬品安全処と農村振興庁は 1 月 16 日、食用昆虫の一つで「ツヤケシオオゴミ

ムシダマシ幼虫（脱脂粉末）」が新しい食品原料として認定*され、今後、食品として使

用できるようになったと発表した。 

* 新しい食品原料認定制度：国内で食品として摂取経験がない原料について安全性など

を評価することで新たな食品原料として認められれば、食品公典登載まで一時的に使用

することができる（「食品衛生法」第 7 条第 2 項） 

これは、2014 年ミールワームの幼虫とコガネムシの幼虫、2015 年カブトムシの幼虫

とコオロギを食品原料として認定したのに続きツヤケシオオゴミムシダマシの幼虫（脱

脂粉末）まで、現在食用できる昆虫は全 8 種*。 

国連食糧農業機関（FAO）が昆虫を「小さな家畜（little cattle）」と評価したように、

将来の食糧資源として効用が大きいと期待される。 

* イナゴ、カイコ（幼虫、さなぎ）、バッタ、チャイロコメノゴミムシダマシ（幼虫）、

コガネムシ（幼虫）、カブトムシ（幼虫）、コオロギ（成虫）、ツヤケシオオゴミムシダ

マシ（幼虫） 

 今回認められたツヤケシオオゴミムシダマシの幼虫（脱脂粉末）は、農村振興庁が食

品原料の特性、栄養性、毒性評価をはじめ、最適な製造条件の確立などのための研究を

進めて、その結果をもとに食薬処が安全性審査などを経て認められた。 

* 食品製造時の原材料としての適用が容易になるよう、一部の脂肪を除去（約 36％→

約 21％） 

「ツヤケシオオゴミムシダマシの幼虫」は食用昆虫である「チャイロコメノゴミムシ

ダマシの幼虫」と同じ甲虫目ゴミムシダマシのミールワームの幼虫よりサイズが約 1.5

倍大きく「スーパーミールワーム（super mealworm）」とも呼ばれる昆虫で、タンパク

質と不飽和脂肪酸を多く含有しており、食品原料としての価値が高く、菓子などの様々

な食品原料として使用されることが期待される。 

 

⚫ 食用昆虫食品の原料認定拡大  

食品基準課/畜産物基準課 2016-10-11 

http://www.mfds.go.kr/index.do?mid=675&pageNo=3&seq=33818&cmd=v 

食品医薬品安全処は、すべての営業者を対象にカブトムシ幼虫とコガネムシ幼虫の食

品原料としての使用を認めることを主要内容にする「食品の基準及び規格」を 10 月 11

日行政令で発令した。これまではカブトムシ幼虫とコガネムシ幼虫は安全性の審査を受

けて承認された企業だけが食品原料として使うことができた。 

https://www.mfds.go.kr/brd/m_99/view.do?seq=43911
http://www.mfds.go.kr/index.do?mid=675&pageNo=3&seq=33818&cmd=v
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今回改訂には、他に▲笹の葉やキムチ由来菌株 Weissella cibaria など 17 品目の食品原

料追加拡大、▲食品中農薬残留許容基準改訂、▲食品中動物用医薬品残留許容基準改訂

などの内容も含まれている。 

 

⚫ 食品医薬品安全処、食品畜産物の管理基準の一元化  

食品基準課 2016-08-03  

http://www.mfds.go.kr/index.do?mid=675&pageNo=1&seq=32840&cmd=v 

食品医薬品安全処は、一般加工食品と畜産物加工品の食品類型整備、食品の保存及び

流通基準合理化などを内容にする「食品の基準及び規格」全面改正(案)を準備した。カ

フェイン含量の高いコーヒー牛乳は乳飲料ではなくコーヒーに分類すること、未来資源

食品の開発を活性化するために昆虫加工食品類型を新設すること、なども含まれる。 

 

⚫ 食品医薬品安全処 3 周年の成果及び今後の推進計画  

食品政策調整課 2016-03-23 

http://www.mfds.go.kr/index.do?mid=675&seq=30993 

食品安全基準大幅に改善 

 衛生不良と判断された店舗率が半分以上減少： 6.9%(2013)→ 3.2%(2015) 

 学校給食による食中毒患者数が 39%減少：3,185 人(2012)→ 1,944 人(2015) 

 子供給食管理支援センターの恩恵を受けている子供 6 倍拡大：12 万名(2012)→ 71

万名(2015) 

 ナトリウム 1 日平均摂取量 15%減少：4,583mg(2012)→ 3,890mg(2014) 

 HACCP 適用製品の割合生産量 54%水準到達：40.1%(2012)→ 53.9%(2015) 

 「輸入食品安全管理特別法」制定/施行(2016.2.) 

医療分野 

略 

制度改革 

未来食糧資源である食用昆虫など新しい食品原料拡大、など 

 

⚫ 食用昆虫、すべての事業者が使用できるように一般的な食品の原料に拡大！ 

食品基準課 2016-01-28 

http://www.mfds.go.kr/index.do?mid=675&pageNo=1&seq=30272&cmd=v 

食品医薬品安全処は、制限的食品原料として認められているミールワームとフタホシ

コオロギをすべての事業者が食品原料に使用できるようにするという内容の「食品の基

準及び規格」一部改正案を 1 月 27 日行政令で報告した。  

今回の行政予告は、昨年 11 月 6 日開催された第 4 次規制改革閣僚会議で建議された

事項を要請に従って速かに検討して用意した。  

http://www.mfds.go.kr/index.do?mid=675&pageNo=1&seq=32840&cmd=v
http://www.mfds.go.kr/index.do?mid=675&seq=30993
http://www.mfds.go.kr/index.do?mid=675&pageNo=1&seq=30272&cmd=v
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これまでミールワームとフタホシコオロギは国内で食品基準がなく、食薬処が安全性

を検討して制限的食品原料として認められていた。 

※ 制限的食品原料：会社が原料の起源、製造方法、安全性などに関する資料を提出し

て食薬処が安全性を検討後、関連基準及び規格が考試されるまで食品原料として認めた

ものであり、申請した会社に限って食品原料として使用できる。 

 

⚫ 昆虫、食品の原料として使用範囲が拡大される  

新素材食品課 2014-07-16 

http://www.mfds.go.kr/index.do?mid=675&pageNo=1&seq=24532&cmd=v 

食品医薬品安全処は、7 月 15 日、ミルワーム（学名: Tenebrio molitor Linne：チャイロ

コメノゴミムシダマシ）の幼虫について制限的食品原料としての使用を認可したと発表

した。  

※ ミルワームは世界的に最も多く食べられている甲虫目の昆虫で、未来の食糧資源と

して注目されている（FAO、2013 年）  

これは、農村振興庁で実施したミルワームの毒性評価などの研究結果と、昆虫の特性、

製造方法、安全性、外国での使用現況及び学界·研究所·消費者団体等の意見を総合的に

検討して認可したものである。特に、洗浄·殺菌等の工程を経て製造した幼虫は、タン

パク質と脂肪の含量が全体構成成分の約 80%以上を占めており、食品原料として価値の

高いことが確認された。食薬処は、今後も食品原料の認定範囲を拡大し、多様な製品開

発と消費者に安全な食品を提供しようと努力すると発表した。 

 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

シンガポール食品庁（SFA：Singapore Food Agency）https://www.sfa.gov.sg/ 

 

⚫ 食用昆虫に関する SFA の声明  

SFA’s statement on Insects for human consumption 

16 Oct 2022 

https://www.sfa.gov.sg/docs/default-source/default-document-library/sfa-statement-on-insects-f

or-human-consumption_16oct22.pdf 

SFA は、食用昆虫の生産開発や技術革新について動向を把握するとともに、食品や動

物飼料としての昆虫の輸入について業界からの質問を受けている。現在、10 社以上が

食用昆虫製品の輸入と養殖に関心を寄せている。 

SFA は特定の昆虫種の食品としての消費を許可している国 （々EU、オーストラリア、

ニュージーランド、韓国、タイ）を参考にし、徹底した科学的レビューを行い、食用歴

http://www.mfds.go.kr/index.do?mid=675&pageNo=1&seq=24532&cmd=v
https://www.sfa.gov.sg/
https://www.sfa.gov.sg/docs/default-source/default-document-library/sfa-statement-on-insects-for-human-consumption_16oct22.pdf
https://www.sfa.gov.sg/docs/default-source/default-document-library/sfa-statement-on-insects-for-human-consumption_16oct22.pdf
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のある特定の昆虫種について食品としての使用が許容されると評価した。SFA は、食用

や飼料用の昆虫を輸入・養殖しようとする企業が満たさなければならない要件と追加的

な事前ライセンス要件を設ける予定であり、10 月 5 日から 2022 年 12 月 4 日まで意見

を募集する。 

 

⚫ 代替タンパク質の安全性 

Safety of Alternative Protein 

Saturday, November 21, 2020 

https://www.sfa.gov.sg/food-information/risk-at-a-glance/safety-of-alternative-protein 

代替タンパク質の安全性 

シンガポールは革新的な都市として、現在各国が直面する困難な問題を解決するため

に新たな手段を試みる企業や組織のエコシステムをもっている。代替タンパク質などの

革新的な製品は、比較的少ない土地と労働力で、また気候変動に強い持続可能な方法で

生産できるため、食品の課題に対処できる可能性がある。この発展に対応するためにシ

ンガポール食品庁は、シンガポールで販売される前に代替タンパク質製品が食品安全基

準を満たすことを確保するための規制の枠組みを整備した。 

この記事では代替タンパク質に関する情報や、それらは食べても安全かどうか、地方

のスーパーマーケットのあなたの好きなバーガーのパティが、実際は代替タンパク質製

品かどうかをどうやって調べることができるかについての情報を提供する。 

代替タンパク質とは？ 

代替タンパク質とは、動物由来ではないタンパク質のことである。ダイズや小麦タン

パクで作られた植物ベースの「疑似肉」製品などの代替タンパク質は、私達の食事で長

く伝統的に機能しているものもある。 

しかしながら、管理された状況下で育てられた培養肉又は細胞ベースの肉や、特定種

の藻、菌類（マイコプロテイン）、昆虫など、食品として摂取歴のない他の代替タンパ

ク質の形態もある。シンガポールでは、これらの代替タンパク質は新規食品と見なされ、

市販食品での使用が認可される前に安全性が評価されなければならない。 

代替タンパク質は食べても安全？ 

企業が食品を開発する時、新規であろうとなかろうと、食品の安全性は最重要検討事

項でなければならない。 

SFA は食品としての摂取歴のない代替タンパク質製品を生産する企業に、毒性、アレ

ルギー誘発性、生産手段の安全性、摂取から生じる食事暴露などを含む、潜在的な食品

安全リスクをカバーする安全性評価を実施するよう求めている。彼らは製造工程で使用

される原料や、これらの工程が食品安全のリスクを防ぐためにどのように管理されてい

るかについての詳細情報も提供しなければならない。 

SFA は潜在的な食品安全問題が対処されているかを確認するために、これらの安全性

https://www.sfa.gov.sg/food-information/risk-at-a-glance/safety-of-alternative-protein
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評価をレビューすることにしている。安全性評価が厳密にレビューされていることを保

証するために、SFA は科学的助言を提供するための新規食品安全性専門家作業グループ

を 2020 年 3 月に設立した。専門家の作業グループは、アジア全域の健康製品規制シス

テムの強化を追求する、規制の卓越性センター長が議長を務めている。このグループは、

公的部門(A*STAR, HPB)からの食品毒性学、バイオインフォマティクス、栄養学、疫学

の分野の 4 人の主要な専門家、公衆衛生政策の経験がある医師、そして食品科学、食品

技術、食品微生物学(NUS, NTU)の 3 人の著名な大学教授、の 8 人の専門家で構成され

ている。 

SFA は最新の動向に後れを取らないよう、食品の安全性を確保するために安全性評価

の検討事項を更新し続けるつもりである。 

SFA がシンガポールでの代替タンパク質の販売を許可している理由は？ 

食品の安全性は、それが新規食品となると、SFA の最重要検討事項である。食品とし

ての摂取歴のない代替タンパク質は、SFA が安全性を評価し、摂取するのに安全である

ことが分かった後にしか販売は許可されない。 

消費者は、代替タンパク質を食べているかどうか、どのようにしてわかるのか？ 

肉のように製品に表示するだけでなく、シンガポールであらかじめ包装されている代

替タンパク質製品を販売する企業は、消費者がこれらの製品を消費するかどうか決める

際に情報に基づいて決定することができるように、本質を示すために、「疑似」、「培養」、

「植物ベース」といった限定用語を製品包装に表示することが要求されるだろう。その

ような限定用語の例は、植物タンパク質(ダイズや小麦など)から作られていて肉を含ま

ない「疑似肉」製品や、すり身魚ペーストで作られた「カニカマ」の表示に見つけられ

る。 

食品施設も販売されている食品の本質を顧客に明確に伝える必要がある。例えば、消

費者に対して培養肉を従来通り生産した肉と偽って伝えることは許されない。 

適切なセーフガードがある。代替タンパク質製品を販売し、販売されている食品の本

質を偽って伝えているとみなされた食品業者や施設は、食品販売法に基づいて有罪判決

を受ける可能性がある。 

 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

● その他 

 

EurekAlert 

⚫ 新しい報告書：欧州科学アカデミーは食糧と栄養の安全保証に緊急対策を呼びかけ

る 
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New report: European science academies call for urgent action on food and nutrition security 

5-Dec-2017 

https://www.eurekalert.org/pub_releases/2017-12/eas-nre120417.php 

 欧州は気候変動と健康のために食生活を変える必要がある 

130の科学アカデミーによる世界アカデミー間協力の一環として、全欧州の科学者が、

食品、栄養、農業及び健康の将来について 2 年間の包括的解析を行った。 

欧州アカデミーの科学助言評議会（EASAC）が本日報告書を発表した。全ての国が

直面している課題として、あらゆる形の栄養不良（栄養不足から肥満、過体重まで）対

策がある。これらの地域的でもあり世界的でもある、分野横断的な相互に関連した問題

の解決には研究と革新が中心で、政策は根拠に支えられなければならない。 

気候変動はフードシステムに負の影響を与え、干ばつ対応植物の交配などの気候に適

応した農業を必要とするだろう。農業同様食生活も持続可能性に寄与する。カロリーや

肉の食べ過ぎなどの食生活を変えることは健康と気候の両方に利益があるだろう。家畜

部門の温室効果ガス緩和対策が重要問題である。 

伝統的動物由来タンパク質源の代用品には海産物、人工肉、昆虫が含まれる。 

欧州はゲノム編集、精密農業、大量データの使用、の導入に立ち止まるべきではない。 

＊報告書 

https://drive.google.com/file/d/1ZN4iwd-Af3JAGcJ8C2TxAWE-jr1vvQ8a/view 

 

 

 

https://www.eurekalert.org/pub_releases/2017-12/eas-nre120417.php
https://drive.google.com/file/d/1ZN4iwd-Af3JAGcJ8C2TxAWE-jr1vvQ8a/view
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資料 2：アメリカでの食用昆虫販売のための情報 

 

Aaron T. Dossey 編 Insects as Sustainable Food Ingredients 、Academic Press 2016 

 

アメリカでは食用昆虫の特別な基準は定められていない、との FDA の見解で、これを

根拠に販売されている。販売のためにはヒト用食品として生産されなければならない。

従って GMP、HACCP、表示要件に従う必要がある。 

個別には担当者と相談することになる。実際に米国で販売している事業者と USDA の

関係者らによる書籍から、どのような事項が検討されるのか抜き出したものが以下 

 

前提として GMP、HACCP は標準 

従って各種検査については妥当性を確認された検査方法、認証検査機関による（微生物

や化学物質など、内容によって認証は異なる）データがある 

 

昆虫について 

➢ 種が同定されている：学名、DNA による同定が一般的 

➢ 遺伝子組換えの場合はその規制に従う 

➢ トレーサビリティが確保されている 

➢ 産地やその環境が確認されている 

 

微生物ハザード 

➢ （ヒトの）食中毒病原体 

➢ 昆虫の病原体 

（数が多いので略） 

 

化学的ハザード 

➢ 農薬：野外飼育の場合は直接、飼料由来もある 

➢ 動物用医薬品：昆虫を育てる際に使う抗菌剤など 

➢ PCB などの環境汚染物質：飼料由来 

➢ 飼料の植物などに含まれる毒素 

➢ カビ毒 

➢ 昆虫の作る毒素：色素、体表面分泌物、蟻のギ酸、ハチ毒、ハンミョウの作る水ぶ

くれを起こす毒など 

➢ 昆虫ステロイド：エクジステロン、トルケステロン（脱皮ホルモン）が筋肉増強目

的でサプリメントとして販売されている 
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➢ 重金属 

➢ 廃棄物を飼料や飼育に使った場合にはそれに応じた未知物質 

➢ 抗栄養素：サポニン、シュウ酸、タンニン、フィチン、フェノール、ゴシポールの

ような栄養吸収に影響するもの 

➢ 製造副生成物 

 

物理的ハザード 

➢ 原型の場合窒息：外骨格のテクスチャーは特に子どもと高齢者の物理ハザード 

➢ 粉末：吸収を高める微細化のような加工をした場合ナノテク食品とみなされるかも

しれない 

 

屠殺方法 

➢ 麻酔の有無、痛みの評価、人道的取り扱い（アニマルウェルフェア）への配慮（基

準はない） 

 

製品の表示 

➢ 栄養成分 

➢ サービングサイズ 

➢ 製造業者 

のような一般食品に必須の項目に加えて 

➢ 原材料の学名 

➢ アレルゲン警告：甲殻類と交差反応する可能性がある 

が必須 
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資料 3 EFSA のコオロギ評価で検討した情報 

 

Safety of frozen and dried formulations from whole house crickets (Acheta domesticus) as a 

Novel food pursuant to Regulation (EU) 2015/2283 

EFSA JournalVolume 19, Issue 8 e06779 

https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2021.6779 

より、評価された項目の抜粋 

 

同定・規格 

➢ Acheta. A. domesticus の冷凍、乾燥、粉末の 3 種類 

➢ 成分規格あり 

 

生産プロセス 

施設は NVWA により食品製造施設に登録された施設で育てた 

独立した 3 つのプロセスを閉鎖系で行った 

➢ 養殖 

・成虫を交配し卵を産ませて卵を分離し幼虫は別に育てる。 

・食品容器として認可されているポリプロピレンコンテナを定期的に殺菌し、その中で

温度・湿度を一定に保って幼虫を育てる 

・幼虫がプラスチック成分を食べないことを確認、殺虫剤や抗菌剤や溶剤は使わない 

・飼料は GMP+で作られた、動物飼料基準に従った植物性のもの 

・養殖中の病原体感染の可能性は微生物分析 

➢ 収穫 

・4-5 週齢の成虫を基質および糞と分離。死体をとり除く 

・24 時間絶食 

➢ 収穫後の加工 

・冷凍により殺処分 

・粉末を作る場合、水とお湯(> 90°C10 min 以上)で洗い凍結乾燥後粉砕 

・乾燥後の水分 5%未満 

・粉末の粒子径 < 1 mm 

・密封して室温保存 

 

組成データ 

認証された検査機関で、少なくとも 5 つのバッチについて以下を分析 

➢ 粗タンパク質 (g/100 g of NF)・脂肪 (g/100 g of NF) 易消化性炭水化物 (g/100 g of 

NF)・食物繊維(g/100 g of NF)・糖類(g/100 g of NF)・灰分 (g/100 g of NF)・水分 (g/100 
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g of NF)・エネルギー (kJ/100 g) 

 

➢ 汚染物質 

重金属 

ヒ素 (As)・水銀 (Hg)・鉛 (Hg)・カドミウム (Cd) 

カビ毒 

アフラトキシン B1・アフラトキシン B2・アフラトキシン G1・アフラトキシン G2・

アフラトキシン (B1, B2, G1, G2 の合計)・オクラトキシン A・ニバレノール・デオキシ

ニバレノール・ゼアラレノン・T-2 と HT-2・フモニシン B1・フモニシン Fumonisin B2 

 

ダイオキシン類 

ダイオキシンとダイオキシン様 PCB の合計(UB, WHO-TEQ2005) 

 

➢ 生体アミン（ヒスタミン・スペルミジン・スペルミン） 

 

➢ 微生物 

Pseudomonas aeruginosa・総好気性微生物数・Enterobacteriaceae・Escherichia coli・Listeria 

monocytogenes・ Salmonella spp.・ Bacillus cereus・Coagulase positive staphylococci ・

Clostridium perfringens・Campylobacter spp.・酵母やカビ 

 

安定性 

製造直後と室温 3,6,9,12 ヶ月保存後の微生物プロファイル 

12 ヶ月後の水分活性、脂質酸化状態（過酸化物価 p-アニシジン、遊離脂肪酸） 

 

使用される食品マトリクス中での安定性 

コオロギバーガー、コオロギスナック、ファラフェル（ひよこ豆のコロッケ）プレミッ

クス中での 6 ヶ月保存後の測定結果 

 

物理的ハザード 

粉末は低い 

 

ADME 

 ADME のデータはなし 

➢ 栄養 2,240 kJ/100 g 

アミノ酸分析 

 in vitro 消化管モデルでカゼインを比較対照にして消化可能性試験を行った。カゼイン
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より消化されにくく、タンパク質としての質は低い 

トランス脂肪酸は総脂肪中 0.6% 

➢ 抗栄養素 

総ポリフェオール (%)・タンニン (%)・シュウ (mg/kg)・フィチン酸(g/kg)・シアン化

水素酸(mg/kg)・トリプシンインヒビター (mg/g) 

 

その他 

・水やエタノールに溶けないため変異原性試験不可能 

・HL60 cells, HeLa cells and Caco-2 cells での細胞毒性試験 250 μg/mL まで 

・提案された使用方法による摂取量：最大で成人 368 mg/kg bw per day 幼児 1033 mg/kg 

bw per day 

・交差反応性を含めたアレルギー性に関する研究を薦める 
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資料 4：昆虫ビジネス研究開発プラットフォーム（iBPF）によるコオロギ生産ガイドラ

インのチェックリスト 

（令和４年７月 22 日https://www.knsk-osaka.jp/ibpf/guideline/cricket_guideline.html） 

4.2 セルフチェックシート 

項 目（注意事項） セルフチェック 

1 生産場   

1.1生産物、生産者及び消費者に健康被害をもたらす可能性のある有害化学物質等（重金属、かび

毒、自然毒、殺菌処理で使用、生成する物質等）の発生源から離れているか（推奨） 

（はい ・ いいえ） 

1.2 景観破壊 、生産物の散逸、臭気及び騒音等によって、周辺地域の生活環境の保持に支障を及

ぼさない規模であるか、及び、コオロギの生産・管理・収穫を衛生的に実施するための適切な作

業スペースが十分に確保されているか 

（はい ・ いいえ） 

1.3 コオロギの生産・管理・収穫のための作業場所と、生産物等の保管場所、排泄物・残渣等の

管理・廃棄場所及び生産者の事務所・休憩所等の領域が、それぞれの目的に応じて適切かつ明確

に区分されているか 

（はい ・ いいえ） 

2 生産施設   

2.1生産物の散逸対策、有害化学物質等による汚染、病害虫又は病原微生物の発生及び異物の混入

への対策並びに臭気対策及び騒音対策等が講じられているか 

（はい ・ いいえ） 

2.2耐久性のある部材で構成され、清掃や管理がしやすい構造であり、十分な換気性を備えた施設

であるか（推奨） 

（はい ・ いいえ） 

3 生産設備   

3.1生産物の散逸対策、有害化学物質等による汚染、病害虫又は病原微生物の発生及び異物の混入

への対策並びに転倒や火災等の防止のための対策等が講じられているか 

（はい ・ いいえ） 

3.2コオロギの飼育に用いる器物は、耐久性のある素材で構成され、かつ、管理や清掃が容易であ

るか（推奨） 

（はい ・ いいえ） 

4 生産管理   

4.1生産・管理・収穫方法、衛生管理、安全・労務管理、環境対策および記録・情報管理等、生産

管理工程における各種業務に関するマニュアルを作成しているか（推奨） 

（はい ・ いいえ） 

4.2生産するコオロギは、健康かつ入手経路が明瞭である個体群を選択しているか （はい ・ いいえ） 

4.3コオロギに給餌する飼料の劣化、汚染及び異物混入等に細心の注意を払って管理しているか （はい ・ いいえ） 

4.4生産場で使用する水源は、有害化学物質等による汚染、病害虫又は病原微生物の発生及び異物

の混入がないことを確認しているか 

（はい ・ いいえ） 

4.5給餌・給水に使用する器物は、有害化学物質等による汚染、病害虫又は病原微生物の発生及び

異物の混入がないことを確認しているか 

（はい ・ いいえ） 

https://www.knsk-osaka.jp/ibpf/guideline/cricket_guideline.html
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4.6給餌・給水に使用する器物は、有害化学物質等による汚染、病害虫又は病原微生物の発生及び

異物の混入のおそれが少ない素材で構成されたものであるか、及び、コオロギの齢数や頭数に応

じた適切な形態のものであるか（推奨） 

（はい ・ いいえ） 

4.7コオロギを生産・管理・収穫する器物内には、コオロギの脚場となり、かつ共食いを防止する

ためのシェルターを設置しているか（推奨） 

（はい ・ いいえ） 

4.8シェルターは、有害化学物質等による汚染、病害虫又は病原微生物の発生及び異物の混入がな

いことを確認しているか 

（はい ・ いいえ） 

4.9シェルターは、有害化学物質等による汚染、病害虫又は病原微生物の発生及び異物の混入のお

それが少ない素材で構成されたものであるか、及び、コオロギの齢数や頭数に応じた適切な形態

のものであるか（推奨） 

（はい ・ いいえ） 

4.10 コオロギを継代飼育する器物内には、コオロギが産卵する場所（「産卵場」）を設けているか （はい ・ いいえ） 

4.11 産卵場は清潔に保たれているか （はい ・ いいえ） 

4.12 産卵場は、有害化学物質等による汚染、病害虫又は病原微生物の発生及び異物の混入がない

ことを確認しているか 

（はい ・ いいえ） 

4.13 産卵場は、有害化学物質等による汚染、病害虫又は病原微生物の発生及び異物の混入のおそ

れが少ない部材から構成されているか、及び、コオロギの頭数に応じた適切な形態のものである

か（推奨） 

（はい ・ いいえ） 

4.14 コオロギの収穫においては、散逸防止のための対策を講じた上で、コオロギ生体と排泄物と

の分離、収穫物の洗浄・殺菌処理を徹底しているか 

（はい ・ いいえ） 

4.15 食品としての安全性を均一して保持するために、死亡虫体や抜け殻等が混入しない収穫技術

の向上に努めているか 

（はい ・ いいえ） 

5 衛生管理   

5.1生産施設及び生産設備を清潔に保たれ保ち、生産物、生産者及び消費者に健康被害を与えない

衛生状態を維持しているか 

（はい ・ いいえ） 

5.2病害虫又は病原微生物の発生を未然に防ぐために、生産者や訪問者の入室前の消毒を徹底して

いるか 

（はい ・ いいえ） 

5.3入退室記録を残すことにより、病害虫又は病原微生物の発生時の原因究明に資する体制を整備

するとともに、徹底した再発防止を図っているか 

（はい ・ いいえ） 

5.4病害虫又は病原微生物や臭気の発生を抑制するため、コオロギの飼育環境はできる限り低湿度

を維持しているか（推奨） 

（はい ・ いいえ） 

5.5衛生管理のために薬剤を使用する場合は、関連する法令等を遵守し、当該製品を通常使用する

上での指示に従っているか 

（はい ・ いいえ） 

6 安全・労務管理   

6.1労働基準法をはじめとした各種労働関係法令に従い、適正な労務管理を行っているか （はい ・ いいえ） 
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6.2生産者は、コオロギの適切かつ衛生的な生産・管理・収穫手法を修得するため、基礎的なコオ

ロギの生理・生態に関する知識を身に付け、最新の生産管理に関する情報を生産者間で共有し、

これをもって、労働者に適切な指導・教育を行っているか（推奨） 

（はい ・ いいえ） 

6.3労働環境の安全対策として、生産施設における生産物等由来の二酸化炭素やアンモニア等、人

体に悪影響を及ぼすガス濃度の定期的なモニタリングを実施しているか（推奨） 

（はい ・ いいえ） 

7 環境対策   

7.1コオロギの生産・管理・収穫の過程で発生するゴミ類、排泄物・残渣等は、周辺地域の生活環

境の保持に支障を及ぼさないよう、適切かつ衛生的な方法で管理・処理しているか 

（はい ・ いいえ） 

7.2生産場からの排水は、水質汚濁防止法に基づく排水基準を守って公共用水域へ排出しているか （はい ・ いいえ） 

    

 上記に記載した通り、ガイドライン注意事項を遵守することに相違ありません。   

    

                             ○年○月○日 左記に記名のこと 

    

       会社又は団体名・代表者                                 （押印不要） 

    

 


